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①
 

近
三
百
年
以
来
、
中
園
の
没
彊
地
方
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
急
激
な
蟹
化
が
起
こ

っ
た
の
は
、
東
三
省
で
あ
る
。
今
日
に
至
っ
て
、
こ
の
地

方
は
す
で
に
漢
化
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
産
業
開
設
お
よ
び
地
方
建
設
等
の
面
に
お
い
て
も
中
園
本
部
の
先
護
地
帯
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
に
護
展
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し
て
来
た
。
こ
の
饗
化
は
、
漢
人
が
該
地
方
へ
移
住
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
先
騒
者
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
法
を
犯

し
て
同
地
方
に
設
遁
さ
れ
た
流
人
で
あ
る
。

@
 

清
朝
の
束
三
省
へ
の
配
流
に
闘
す
る
研
究
に
は
、
す
で
に
有
高
巌
氏
の
「
清
代
満
洲
流
入
考
」
、
謝
園
楠
氏
の
「
清
初
流
入
開
設
東
北
史
」
、

お
よ
び
川
久
保
悌
郎
氏
の
「
清
代
に
於
け
る
遺
彊
へ
の
罪
徒
配
流
に
つ
い
て

l
i清
朝
の
流
刑
政
策
と
遼
境
ー
ー
そ
の
ご
と
「
清
代
満
洲
の
漫

@
 

彊
枇
曾
1

i
清
朝
の
流
刑
政
策
と
透
碩
ー
ー
そ
の
一一」

等
の
論
文
が
あ
る
。
有
吉
向
氏
は
、
そ
の
論
考
の
中
で
清
代
に
お
け
る
罪
犯
の
東
三
省
へ
の

配
流
の
経
過
お
よ
び
多
数
の
罪
囚
流
徒
が
産
業
上
・
文
化
上
に
興
え
た
影
響
を
解
明
し
、
清
代
の
配
流
問
題
に
つ
い
て
先
鞭
を
つ
け
た
。
謝
氏

は
、
清
初
に
お
け
る
諸
々
の
重
大
罪
案
に
重
貼
を
置
き
、
そ
れ
ら
の
事
件
に
関
係
し
て
東
三
省
へ
護
遣
さ
れ
た
人
々
の
行
跡
を
述
べ
、
彼
ら
流

入
の
開
設
事
業
に
つ
い
て
も
論
述
を
加
え
て
い
る
。
川
久
保
氏
は
、
そ
の
表
題
の
示
す
如
く
、
清
代
全
期
を
通
じ
て
清
朝
の
流
刑
制
度
乃
至
流

刑
政
策
と
の
開
連
に
お
い
て
清
代
流
刑
地
の
年
代
的
分
布
と
そ
れ
へ
の
震
配
の
頻
度
の
襲
遷
を
跡
づ
け
、
ま
た
流
刑
地
に
お
け
る
罪
徒
の
種
々

相
を
論
述
し
、
過
彊
祉
曾
形
成
の
問
題
と
そ
の
寅
態
に
つ
い
て
も
筆
を
準
め
て
レ
る
。
な
お
、
同
氏
の
論
考
で
は
、
西
北
・
西
南
地
方
へ
の
配

- 2ー

流
事
質
に
つ
レ
て
も
論
速
を
試
み
ら
れ
て
レ
る
の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
他
に
、
漢
人
の
東
三
省
へ
の
移
墾
、
あ
る
い
は
同
地
方
に
劃
し
て
清

朝
が
行
な
っ
た
政
策
等
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
し
た
論
文
中
に
、
流
人
に
関
し
て
言
及
し
た
も
の
も
幾
つ
か
み
ら
れ
る
。
そ
の
中
、
劉
選
民
氏

⑤
 

の
「
清
代
東
三
省
移
民
興
開
墾
」
お
よ
び
水
原
重
光
氏
の
「
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
締
約
後
黒
龍
江
方
面
に
於
け
る
清
朝
の
賓
進
策
|
|
特
に
湾
・
4

恰
爾

⑤
 

を
中
心
と
す
る
L

の
二
文
は
、

も
っ
と
も
闘
係
の
あ
る
も
の
と
思
う
。

し
か
し
、

」
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
問
題
の
量
く
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
順
治
朝
よ
り
康
照
初
頭
に
至
る
遼
東
再
建
に
お
い
て
、
流
入
が
如
何
に
利
用
さ
れ
た
か
は
、
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
清
露
戦
争
の
時
期
に
お
い
て
、
多
数
の
流
人
が
軍
事
的
な
役
割
に
充
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
流
入
徴
用
の
経
過
と
流
入

の
果
た
し
た
業
績
に
つ
い
て
、
補
述
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
尼
布
楚
倹
約
締
結
以
後
、
東
三
省
へ
護
遣
す
る
流
人
は

殆
ん
ど
大
部
分
駐
防
官
兵
、
ま
た
は
移
墾
京
旗
の
奴
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
清
代
の
祉
舎
に
お
い
て
如
何
な
る
意
義
を
有
し
て

流
入
賞
興
の
経
過
は
如
何
に
襲
遷
し
た
か
等
も
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
東
三
省
の
人
口
増
加
と
都
市
設
展
に
お
レ

い
る
か
、



て
、
流
入
は
如
何
な
る
地
位
を
占
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
以
上
は
、
清
代
束
三
省
の
開
設
遁
程
を
理
解
す

る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
中
心
と
し
て
私
見
を
展
開
し
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
本
稿
に
引
用
し
た
文
献

中
に
、
中
園
人
と
立
場
を
異
に
し
た
日
本
の
皐
者
の
研
究
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
純
拳
問
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
是
か
非
か
を
剣

断
し
た
上
で
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
ま
え
も
っ
て
断
P
て
お
、
き
た
い
。

流
入
の
役
割
の
貫
態
と
そ
の
業
績

清
代
束
三
省
へ
の
配
流
経
過
と
配
所
の
嬰
遷
に
関
し
て
は
、
序
文
に
嗣
挙
げ
て
い
る
諸
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
流
人
の
演
じ
た
役
割
を
考
察
す
る
に
は
、
な
お
そ
れ
を
一
逼
り
略
述
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

清
朝
政
府
は
、
順
治
十
年
頃
か
ら
租
宗
護
鮮
の
地
を
再
建
す
る
た
め
、
流
入
を
遼
東
地
方
へ
護
遣
し
た
が
、
後
に
ロ
シ
ヤ
と
の
衝
突
が
起
こ

っ
た
た
め
、
軍
事
的
需
要
に
臆
じ
て
流
人
の
瑳
遣
は
、
吉
林
よ
り
黒
龍
江
に
及
ん
だ
。
清
露
戦
争
以
後
、
黒
龍
江

・
士
口
林
雨
地
方
に
軍
隊
を
長
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期
的
に
駐
防
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
駐
防
軍
の
食
糧
支
給
と
土
地
開
設
を
計
る
た
め
に
、
官
荘
や
旗
地
が
新
設
ま
た
は
横
大
さ
れ
た
。
そ
の

傍
働
力
を
供
給
す
る
た
め
、
流
入
も
絶
え
ず
東
三
省
、
こ
と
に
吉
林
と
黒
龍
江
南
地
方
に
護
遣
さ
れ
た
。
し
か
し
、
康
照
末
期
よ
り
、
政
策
を

饗
更
し
よ
う
と
す
る
論
議
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
東
三
省
は
清
朝
護
鮮
の
地
で
あ
り
、
こ
の
地
に
流
人
が
多
く
な
る
と
、
原

①
 

住
民
の
良
俗
が
悪
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
い
つ
兇
悪
な
事
件
が
護
生
す
る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
康
照
の

後
期
よ
り
乾
隆
二
十
年
代
ま
で
、
西
北
に
起
こ
っ
た
準
喝
爾
の
凱
も
流
人
政
策
鐙
更
の

一つ

の
要
因
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乾
隆
中
期
以

後
、
清
朝
政
府
の
流
入
政
策
は
つ
い
に
修
正
さ
れ
、
東
三
省
以
外
の
地
、
西
北
・
西
南
に
も
流
人
を
設
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
恥
こ
れ
よ
り
東

@
 

三
省
へ
護
遣
す
る
流
人
は
、
時
代
と
と
も
に
減
少
し
て
、
同
治
朝
に
至
る
と
家
々
た
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

清
一
代
の
流
人
政
策
の
襲
遷
を
概
観
す
れ
ば
、
だ
い
た
い
有
高
巌
氏
の
論
考
に
「
薙
正
以
前
は
軍
流
護
遣
等
の
犯
人
を
多
く
満
洲
に
迭
致
せ

⑪
 

し
が
、
乾
隆
以
後
は
暫
く
一
定
の
方
針
な
く
、
同
治
以
来
満
洲
に
瑳
配
す
る
こ
と
甚
だ
少
き
に
至
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

- 3 ー
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右
に
述
べ
た
清
代
東
三
省
へ
の
配
流
経
過
を
そ
の
目
的
に
基
づ
い
て
大
別
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
三
期
に
分
け
ら
れ
よ
ラ
。
第
一
期
は
遼
東
の
再
建

を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
遼
東
招
民
間
墾
の
時
期
(
順
治
十
年
よ
り
康
照
七
年
ま
で
〉
と
同
じ
噴
に
な
る
。
第
二
期
は
清
露
戦
争
の
時
期
に
あ
た

る
が
、
第
一
期
と
や
や
年
を
重
ね
、
お
よ
そ
順
治
の
末
期
よ
り
康
照
二
十
五
年
雅
、克
薩
城
の
ロ
シ
ヤ
軍
降
伏
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
は
第
三

期
に
な
る
。
各
期
に
お
け
る
配
流
の
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
い
た
た
め
、
流
入
の
役
割
も
時
に
従
っ
て
襲
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
章

で
は
上
述
の
三
期
に
分
け
て
論
述
を
準
め
た
い
。

)
 

1
 

(
 

第
一
期
|
|
遼
東
再
建
の
時
期

こ
の
期
に
護
遣
さ
れ
た
流
人
は
、
主
に
遼
東
地
方
に
安
置
さ
れ
た
。
彼
ら
の
役
割
は
荒
地
の
開
墾
と
城
棲
の
修
造
(で
あ
っ
た
が
、
遼
東
地
方

の
州
鯨
設
置
の
初
期
に
お
い
て
、
人
口
充
賓
の
面
に
彼
ら
も
一
役
を
果
た
し
た
。
清
朝
政
府
が
流
入
を
こ
の
三
つ
の
目
的
に
利
用
し
た
の
は
、

- 5 ー

次
に
述
べ
る
清
初
に
お
け
る
遼
東
の
賦
勢
に
麿
じ
た
も
の
で
あ
る
。

清
朝
政
権
は
、
清
の
太
租
奴
見
恰
赤
の
拳
兵
と
そ
れ
に
績
く
劉
明
戦
争
の
勝
利
的
展
開
の
過
程
の
う
ち
に
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
で
、
太
組

の
奉
兵
よ
り
世
租
の
北
京
実
都
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
三
十
年
を
経
過
し
て
い
る
。
そ
の
問
、
明
清
南
園
の
激
戦
は
、
ほ
ぼ
遼
河
流
域
を
中
心

と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
た
め
に
、
こ
の
地
帯
は
戦
争
の
展
開
に
伴
な
っ
て
深
刻
な
破
壊
を
被
っ
た
。
あ
る
と
こ
ろ
は
清
軍
馬
蹄
の
操
摘
に
遺
棄

せ
ら
れ
、
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
は
戦
術
的
な
必
要
に
麿
じ
て
明
軍
が
そ
れ
を
爆
鼓
し
た
。
こ
の
兵
火
劫
掠
の
深
刻
さ
に
つ
い
て
、
天
海
謙
三
郎
氏

は
「
約
三
十
年
に

E
る
清
明
戦
争
の
戦
果
は
、
こ
の
遼
東
・
西
の
賦
勢
を
一
嬰
し
て
、
城
鎮
は
衰
麗
し
、
農
圃
は
荒
蕪
し
て
、
炊
煙
稀
に
上
る

底
の
瞭
野
と
化
せ
し
め
同
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
遼
東
に
は
、
太
租
・
太
宗
雨
朝
に
お
い
て
八
旗
の
経
済
的
基
礎
の
横
充
の
た
め
、

⑫
 

旗
地
な
る
封
建
的
土
地
制
度
の
編
成
が
か
な
り
進
め
ら
れ
だ
が
、
遼
陽
・
藩
陽
お
よ
び
海
域
附
近
の
地
帯
を
除
い
て
、
殆
ん
ど
大
部
分
は
荒
贋

の
ま
ま
蔑
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
上
、
順
治
朝
の
初
め
に
は
、
遼
東
よ
り
旗
人
が
殆
ん
ど
み
な
中
原
に
移
住
し
た
の
で
、
同
地
方
は
一
段
と
荒
腰

285 

す
る
に
至
っ
た
。
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し
か
し
、
運
河
流
域
は
清
朝
の
も
っ
と
も
重
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
、
清
朝
政
府
は
中
原
に
入
っ
た
後
、
天
下
が
や
や
安
定
す
る
に

つ
れ
て
、
租
宗
の
夜
一
昨
地
を
復
興
す
る
こ
と
に
気
を
配
っ
た
。
そ
こ
で
、
普
通
の
人
民
ば
か
り
で
な
く
、
流
罪
に
庭
せ
ら
れ
た
犯
人
を
も
入
れ

て
在
東
の
地
を
再
建
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
順
治
八
年
に
、
山
海
悶
外
の
荒
地
を
開
墾
す
る
希
望
者
に
山
海
開
道
の
保
謹
の
下
に
、
居
住

⑬
 

と
墾
田
を
許
す
と
い
う
法
令
が
出
さ
れ
、
次
い
で
順
治
十
年
に
遼
東
招
民
間
墾
例
が
公
布
さ
れ
た
。
招
民
例
の
内
容
辻
、
要
す
る
に
、
遼
東
開

墾
の
た
め
中
原
人
民
の
遼
東
移
住
を
奨
励
し
た
も
の
で
、
招
い
た
者
に
文
武
官
を
賞
授
し
、
招
か
れ
た
人
民
に
も
口
糧
・
存
糧
・
耕
牛
な
ど
を

⑬
 

給
興
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
遼
東
へ
流
人
を
瑳
遣
す
る
法
律
も
そ
の
翌
々
年
に
制
定
さ
れ
た
。
欽
定
大
清
舎
典
事
例
中
国
七
四
四
・
徒
流
遷

徒
地
方
四
の
項
に
、

順
治
十
二
年
題
准
。

一
一
際
流
犯

3

倶
照
律
例
所
定
地
方
護
遣
。
其
解
部
流
徒
者
。
改
流
向
陽
塁
。

⑮
 

と
見
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
向
陽
壁
は
遼
東
の
奥
地
に
あ
り
、
す
で
に
太
宗
の
天
聴
七
年
か
ら
罪
人
の
配
所
と
な
っ
て
、
犯
人
が
し
ば
し
ば

⑪
 

こ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
が
、
順
治
十
二
年
以
後
に
な
っ
て
再
び
流
人
の
重
要
な
配
所
に
定
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
向
陽
壁
へ
配
流
す
る
と

剣
決
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
流
入
が
こ
の
地
に
安
置
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
所
に
も
分
け
て
安
置
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ

6 ー

っ
た
。
聖
組
貫
録
巻
三
・
順
治
十
八
年
六
月
丙
午
の
僚
に
、

戸
部
議
覆
。
盛
京
総
管
呉
庫
立
・
侍
郎
費
斉
等
疏
言
。
積
年
流
徒
人
。
除
在
鍛
嶺
。
係
佐
領
劉
園
彪
所
轄
不
議
外
。
在
向
陽
壁
者
。
醸
一
編

設
佐
領
一
員
。
在
街
元
壁
者
。
興
開
元
相
近
。
醸
設
佐
領
一
員
。
駐
剖
衛
元
壁
粂
管
。
在
撫
順
者
。
臆
設
佐
領
一
員
。
連
盛
京
粂
管
。
此

過
佐
領
下
短
少
者
。
陸
時
以
後
流
徒
人
補
給
:
:
:
。
其
以
後
流
徒
人
。
院
看
此
四
慮
。
均
勾
安
揺
。
候
居
住
人
多
。
麿
編
佐
領
。
再
行
酌

議
。
得
旨
。
人
丁
雄
少
。
の
設
佐
領
八
員
。
時
現
在
人
丁
均
分
給
輿
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
向
陽
壁
ば
か
り
で
な
く
、
流
人
配
所
に
指
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
鍛
嶺
・
撫
順
お
よ
び
衛
元
壁
の
三
地
に
も
、
順
治
十
八

年
六
月
に
各
々
佐
領
を
編
成
で
き
る
ほ
ど
の
流
人
が
い
た
。
こ
れ
ら
の
流
人
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
向
陽
壁
よ
り
割
嘗
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
四
箇
所
の
流
人
は
、
順
治
十
八
年
に
一
躍
等
し
く
分
け
て
八
佐
領
に
編
成
さ
れ
た
。

つ
ぎ
に
、
清
初
に
お
け
る
遼
東
の
再
建
に
お
い



て
、
流
入
の
従
事
し
て
い
た
仕
事
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

流
入
の
遼
東
へ
の
護
遣
は
、
既
述
の
如
く
、
招
民
開
墾
例
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
多
数
の
流
人
は
農
耕
に

従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
盛
京
逼
志
巻
二
三
・
戸
口
に
、

(
康
照
)
五
年
廉
寧
府
改
矯
錦
州
府
。
:
:
:
新
設
戸
口
無
蓄
籍
。

・
開
原
・
鍛
嶺
三
勝
鴛
民
。
卸
於
本
年
起
科
。
其
綴
護
到
者
。
の
三
年
後
起
科
。

丁
鮮
。

原
額
倶
係
招
民
。
三
年
起
科
。
其
徒
民
於
康
照
七
年
開
併
承
徳

と
あ
る
。
地
租
の
起
科
年
限
は
、
招
民
に
も
流
人
に
も
同
じ
三
年
で
あ
っ
た
が
、
康
照
七
年
民
戸
に
編
成
さ
れ
た
流
人
が
同
年
よ
り
起
科
さ
れ

た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
流
人
が
農
耕
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
康
照
四
年
以
前
に
す
で
に
始
め
ら
れ
て
い
た
と
確
認
さ
れ
る
。
な

⑬
 

ぉ
、
流
人
の
土
地
開
墾
に
必
要
な
農
具
・
種
子
・
口
糧
な
ど
の
援
助
も
、
全
く
招
民
に
興
え
る
も
の
と
同
様
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
流
人
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
役
割
は
、
城
棲
街
門
の
修
建
工
事
で
あ
る
。
招
民
開
墾
例
は
、
順
治
十
年
よ
り
賞
施
さ
れ
た
が
、
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順
治
末
期
頃
ま
で
、
そ
の
効
果
は
思
わ
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
不
成
績
の
理
由
に
は
種
々
あ
っ
た
が
、
永
年
の
封
明
掃
蕩
戦
の
展
開
か

ら
す
る
人
心
の
不
安
、
お
よ
び
入
関
前
遼
東
に
お
い
て
な
さ
れ
た
旗
人
に
よ
る
漢
人
奴
隷
.
の
過
重
な
搾
取
と
虐
待
の
事
賓
が
流
布
さ
れ
て
い
た

@
 

の
が
最
大
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
嘗
時
に
お
い
て
は
、
遼
西
の
地
方
に
な
お
未
墾
の
荒
地
が
残
っ
て
い
た
以
上
、
遼
東
ま
で
移
墾
す
る
人

民
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
順
治
末
期
に
至
っ
て
も
遼
東
地
方
は
、
相
愛
ら
ず
荒
れ
は
て
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
順
治

十
八
年
五
月
奉
天
府
府
予
張
向
賢
の
上
奏
文
に
よ
れ
ば
、
遼
東
地
方
は
城
壁
が
多
く
荒
麗
し
、

至
る
と
こ
ろ
敗
瓦
頚
垣
ば
か
り
の
肱
態
で
あ

り
、
住
民
に
お
い
て
も
、
蓋
州
・
鳳
圏
域
・
金
州
の
如
き
は
数
百
人
に
、
過
、
ぎ
ず
、
識
嶺
・
撫
順
で
は
流
罪
の
人
々
し
か
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ

@
 

る
。
そ
こ
で
、
清
朝
政
府
は
そ
の
再
建
を
痛
感
し
、
た
だ
ち
に
流
人
を
城
棲
修
建
工
事
に
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
購
罪
の
法
を
制
定
し
た
。
曾

典
事
例
巻
七
二
四
・
璃
刑
の
項
に
、

(
順
治
〉

十
八
年
題
准
。

官
員
・
人
等
。

有
犯
流
徒
籍
浪
等
罪
。
情
願
修
造
城
棲
・
営
建
損
罪
者
。
呈
明
該
原
問
街
門
。
諜
震
啓
奏
。
下
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工
部
査
議
。
奏
聞
請
定
奪
。
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城
棋
の
修
造
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
願
い
出
に
よ
り
許
可
さ
れ
、
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
律
が
出
さ
れ
た
後
、
関
罪
を
求
め
る
流
人
は
、
即
時
に
城
楼
の
修
造
を
願
い
出
て
、
こ
れ
に
従
事
し
た
。
聖
組
貫
録
巻
五
・
順
治
十

し
か
し
、

と
見
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

八
年
十
二
月
甲
寅
の
僚
、
張
向
賢
の
上
奏
に
、

近
有
流
徒
人
犯
。
修
造
工
程
悶
罪
之
例
。
有
力
者
己
認
工
程
。

無
力
者
腔
准
招
民
悶
罪
。

若
得
数
千
家
。

立
魚
京
勝
。

賀
高
年
根
本
之

園

と
あ
る
よ
う
に
、
奉
天
府
の
管
轄
内
に
、
「
修
造
工
程
膿
罪
之
例
」
に
従
っ
て
工
事
を
引
請
け
た
流
人
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
工
事
費
は
そ

れ
を
引
請
け
た
流
入
が
負
措
す
る
の
で
、
財
力
不
足
の
人
は
そ
れ
に
麿
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
張
氏
は
そ
の
財
力
の
な
い
流
入
に
は
、

招
民
に
よ
る
膿
罪
を
許
し
、
も
し
数
千
家
を
招
保
す
れ
ば
、
奉
天
府
内
に
京
鯨
を
設
け
よ
う
と
建
議
し
た
。
遼
東
に
州
問
怖
を
設
け
よ
う
と
す
る

動
き
は
、
こ
の
頃
か
ら
活
酸
化
し
、
先
に
述
べ
た
向
陽
盤
等
の
四
慮
に
い
た
流
人
が
八
佐
領
に
編
成
さ
れ
た
の
も
、
州
豚
設
置
の
準
備
工
作
の

一
環
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
、
康
照
三
年
に
、
奉
天
府
の
府
治
承
徳
懸
(
京
師
脚
)
が
つ
い
に
設
け
ら
れ
、
開
原
・

銭
嶺
等
の
地
も
相
次
い
で
蘇

と
な

っ
恥

こ
れ
ら
の
豚
は
設
立
嘗
初
に
は
、
人
丁
が
甚
だ
少
な
か
っ
た
た
め
、
既
漣
の
如
く
、
康
一
間
七
年
に
流
入
を
以
て
そ
の
口
敏
を
充
質

- 8ー

し
た
。

さ
て
、
流
人
の
修
造
工
程
贈
罪
之
例
が
貫
施
さ
れ
て
お
よ
そ
七
年
後
、
諸
種
の
弊
害
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
、

そ
の
事
情
は
、
同
書
巻
二
十
一
・
康
照
六
年
四
月
壬
戊
の
候
に
、

つ
い
に
麿
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

左
都
御
史
尼
満
疏
言
。
頃
者
流
徒
寧
古
塔

・
向
陽
壁
犯
人
。
許
自
認
修
造
城
棲
及
部
院
街
門
。
揮
所
犯
之
罪
。
此
等
犯
人
。
家
産
先
己
籍

法
入
官
。
計
修
工
之
費
。
不
官
数
高
金
。
何
自
而
得
。
一
経
奉
旨
回
籍
。
硯
梢
賂
之
家
。
挟
詐
逼
勤
。
致
良
民
受
章
一
由
。
嗣
後
有
認
工
関
罪

者
。
請
難
行
停
止
。
従
之
。

と
あ
っ
て
、
か
な
り
具
盤
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

か
よ
う
に
清
朝
政
府
は
、
設
鮮
地
の
再
建
を
は
か
る
た
め
、
招
墾
例
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
流
人
を
遼
東
へ
設
遣
し
、
彼
ら
に
荒
地
を
開
墾
さ



せ
た
り
、
域
棲
街
門
を
修
建
さ
せ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
護
達
さ
れ
た
流
人
は
、
主
に
遼
東
の
奥
地
に
安
置
さ
れ
、
つ
い
に
同
地
方
の
初
期
に

お
け
る
人
口
構
成
の
根
幹
と
な
っ
た
。
康
照
七
年
以
後
に
も
、
遼
東
に
流
人
が
績
い
て
護
遣
さ
れ
た
が
、
そ
の
人
数
は
次
第
に
減
っ
て
来
た
。

そ
の
原
因
に
は
内
外
の
二
つ
が
あ
る
。
内
部
に
つ
い
て
は
、
康
照
朝
に
及
ん
で
圏
内
の
秩
序
が
恢
復
し
つ
つ
あ
り
、
人
心
も
一
段
と
安
定
し
た

の
で
、
出
闘
の
人
数
は
漸
次
多
く
な
り
、
遼
東
再
建
に
お
け
る
流
人
の
必
要
性
が
だ
ん
だ
ん
薄
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
康
照
七
年
に
遼
東
招

@
 

民
開
墾
例
を
停
止
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
外
部
の
原
因
と
は
、
順
治
の
中
頃
か
ら
黒
龍
江
地
方
に
ロ
シ
ヤ
の
勢
力
が
迫
っ
て
来
て
、

国
境
の
緊
張
、
が
日
増
し
に
高
ま
っ
た
の
で
、

が
っ
て
、

ロ
シ
ヤ
と
封
抗
す
る
た
め
、
軍
事
面
に
も
流
入
を
使
役
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た

@
 

ロ
シ
ヤ
人
征
伐
の
軍
事
基
地
で
あ
っ
た
吉
林
の
寧
古
塔
に
、
順
治
朝
の
末
期
か
ら
一
部
の
流
入
が
護
遣
さ
れ
、
そ
の
人
数
は
清
露
戦

争
の
展
開
に
つ
れ
て
盆
々
増
え
、
護
遣
地
匡
も
黒
龍
江
地
方
に
農
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
、
次
節
で
考
察
し
よ
う
。

十
七
世
紀
の
後
半
に
起
っ
た
清
露
間
園
の
戦
争
は
、

ロ
シ
ヤ
の
シ
ベ
リ
ア
準
出
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
導
火
線
と
な
っ
た
の

-9-

)
 

0
6
 

(
 

第
二
期
|
|
清
露
戦
争
の
時
期

b主

一
六
五
二
年
(
順
治
九
年
〉
ハ
パ
ロ
フ
の
率
い
る
探
検
陵
が
呼
南
曙
族
(
ア
チ
ャ
ン
族
)
と
烏
蘇
里
江
で
衝
突
し
た
事
件
で
あ
る
。

、.、
2

ノ

ノ

v
b

フ
は
パ
ヤ
ル
コ
フ
の
後
に
つ
づ
い
て
一
六
四
九
年
一
旦
黒
龍
江
岸
に
至
っ
た
が
、
間
も
な
く
引
返
し
、
翌
年
再
び
遠
征
の
途
に
上
っ
た
。
こ
の

途
上
、
彼
は
雅
克
薩
村
に
お
い
て
達
呼
爾
の
信
長
阿
爾
巴
西
を
破
っ
て
、
二
ハ
五
一
年
そ
の
地
に
雅
克
薩
城
ハ
ア
ル
パ
ジ
ン
城
〉
を
築
き
、
こ
こ

@
 

を
根
接
地
と
し
て
黒
龍
江
を
下
っ
た
。
さ
ら
に
、
烏
蘇
里
江
に
お
い
て
呼
爾
曙
族
と
戦
い
、
呼
爾
曙
族
は
撃
退
さ
れ
て
清
朝
の
援
助
を
求
め

@
 

た
。
こ
の
要
請
に
鹿
じ
て
、
清
朝
政
府
は
た
だ
ち
に
征
露
軍
を
涯
遣
し
、
つ
い
に
清
露
雨
園
の
武
力
衝
突
に
設
展
し
た
の
で
あ
る
。

戦
端
は
順
治
九
年
の
春
に
聞
か
れ
、
お
よ
そ
四
十
年
に
亘
っ
て
、
康
照
二
十
八
年
三
六
八
九
)
尼
布
楚
(
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
)
倹
約
の
締
結
に
よ

っ
て
終
結
し
た
。
そ
の
聞
に
起
こ
っ
た
主
な
曾
戦
は
殆
ん
ど
清
軍
が
瑳
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
初
回
は
順
治
九
年
ア
チ
ャ
ン
城
の
攻
撃
で
、
こ

@
 

ロ
シ
ヤ
軍
に
敗
北
し
た
。
次
回
の
舎
戟
は
順
治
十
二
年
に
行
な
わ
れ
、
清
園
の
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の
舎
戦
に
お
い
て
寧
古
塔
駐
防
章
京
海
色
の
率
い
る
清
軍
は
、



四
十
四
隻
の
軍
船
が
完
成
し

(
別
表
参
照
)
、
清
軍
は
こ
れ
ら
の
船
を
利
用
し
て
再
度
出
征
の
途
に
上

っ
た
。
同
年
六
月
末
、
寧
古
塔

目
叩
邦
章
京
沙
爾
虎
達
の
船
隊
は
、
黒
龍
江
と
松
花
江
と
の
禽
流
貼
に
お

い
て
、

ス
テ
パ
ノ

|
フ
箪
と
禽
い
、
激
戦
の
結
果
、
清
軍
は

つ
い
に
初

⑪

⑪
 

勝
利
を
牧
め
た
。
順
治
十
七
年
、

清
箪
は
ま
た

ロ
シ
ヤ
寧
を
古
法
砲
村
に
お
い
て
撃
破
し
た
。
清
軍
の

こ
の
引
続
く
勝
利
に
よ
っ
て
、
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や
が
て
、

人
の
南
下
が
や
っ
と
食
い
止
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

向
書
都
統
明
安
達
雄
軍
は
呼
務
南
城
(
ク
マ

|
ラ
)
に
殺
到
し
た
が
、ロ

シ
ヤ
軍

の
頑
強
な
抵
抗
に
曾
い
、
つ

い
に
糧
食
紋
乏
の
故
を
も

っ
て
固
を
解
い
て
去
っ

た
。
こ
の
二
回
の
曾
戦
に
よ

っ
て
清
朝
政
府
は
、
征
露
戦
の
先
決
問
題
は
軍
糧

弾
薬
の
補
給
に
あ
り
、

こ
れ
を
解
決
す
る
に
は
軍
船
の
建
造
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
た
。
か
く
し
て
、
順
治
十
五
年
吉
休

ι造
船
が
始
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
薩
英
額
『
吉
林
外
記
』
巻
二

に

順
治
十
五
年
。
因
防
俄
羅
斯
。
造
戦
船
於
此
。
名
目
船
廠
。

9
 

と
見
え
る
如
く
で
あ
る
。
吉
林
に
は
す
で
に
明
代
か
ら
造
船
の
事
買
が
あ
り
、

士
口
林
の
名
を
ま
た
船
廠
と
も
い
う
の
は
す
な
わ
ち
船
を
造
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

一 10

ロ
シ
ヤ

五
年
ほ
ど
の
卒
静
な
時
期
を
組
て
、

チ

ムル

ニ
ゴ
ア

ス
キ
ー
と
呼
ば
れ
る
流
刑
囚
を
首
領
と
す
る

一
群
の
逃
亡

@
 

者
が
ア
ル
パ
ジ
ン
の
城
を
再
建
し
、
さ
ら
に
黒
龍
江
境
内
に
侵
入
し
て
索
倫
部
族
を
掠
奪
し
た
。
清
軍
は
掠
奪
に
来
た

ロ
シ
ヤ
人
を
撃
滅
し
た

@
 

が
、
掃
蕩
戦
を
行
な
わ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
突
然
の
情
勢
嬰
化
に
随
時
針
躍
す
ベ
く
、
清
朝
政
府
は
康
照
七
年
に
ま
た
二
十
隻
の
軍
船
を
増

一
六
六
五
年
(
康
問
一
四
年
)

造
し
た

(
別
表
参
照
)
。

一
六
七

0
年
代
に
入
る
と
、
清
園
は
三
藩
の
蹴
に
忙
殺
さ
れ、

い
よ
い
よ
積
極
的
な
行
動
を

し
た
が
っ
て

ロ
シ
ヤ
と
の
武
力
衝
突
は
暫
く
中
止
さ
れ

た
が
、
康
照
二
十
年
三
藩
の
飢
が
全
く
卒
定
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
康
照
帝
は
ロ
シ
ヤ
を
掃
蕩
す
る
決
意
を
固
め
、

開
始
し
た
。
ま
ず
翌
年
に
帝
が
奉
天
お
よ
び
吉
林
烏
剰
を
親
察
し
、
並
び
に
副
都
統
郎
談
等
を
し
て
雅
克
薩
城
に
至
る
沿
途
の
形
勢
と
そ
の
水



@
 

陸
路
の
便
否
等
を
調
査
さ
せ
た
。
こ
の
調
査
工
作
が
完
成
し
た
後
、
帝
は
翌
二
十
二
年
に
、
寧
古
塔
将
軍
巴
海
と
副
都
統
薩
布
素
に
命
心
て
、

烏
剰
お
よ
び
寧
古
塔
の
兵
を
率
い
て
黒
龍
江
お
よ
び
呼
璃
爾
の
二
慮
に
木
城
を
築
き
、
並
び
に
船
艦
と
銃
砲
を
配
置
し
て
駐
防
さ
せ
よ
う
と
し

@
 

た
。
そ
の
上
、
前
線
へ
大
軍
・

重
兵
器
お
よ
び
食
糧
を
迭
る
た
め
の
軍
船
と
糧
船
も
こ
の
年
の
春
か
ら
大
規
模
に
建
造
し
旬
。

別
表
に
示
す
如
く
、
軍
船
は
合
わ
せ
て
百
三
十
四
隻
で
、

う
ち
七
十
隻
は
康
照
二
十
二
年
に
増
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
糧
船
は
合
計
二
百

八
十
隻
で
あ
る
が
、
康
照
二
十
二
年
に
完
成
し
た
の
は
、
遼
河
と
易
屯
河

(
伊
通
河
)
が
各
々
百
隻
で
、
混
同
江
(
松
花
江
)
だ
け
が
五
十
隻
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
黒
龍
江
へ
の
食
糧
轍
迭
は
、
二
年
の
需
要
量
を
一
回
で
全
部
迭
る
計
劃
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
混
同
江
に
用
い
る
糧
船

@
 

を
追
加
す
る
議
が
可
決
さ
れ
た
。
康
照
二
十
三
年
に
造
ら
れ
た
三
十
隻
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
南
方
よ
り
北
方
へ
の
糧
鮪
轍
迭
系
統
も
同
時

に
整
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
巨
流
河
の
開
城
、
東
遼
河
上
流
の
都
子
村
、
易
屯
河
の
易
屯
門
と
易
屯
口
を
中
継
場
と
し
て
、
易
屯
河
に
よ
守
て

運
河
と
混
同
江
の
水
運
を
連
絡
し
、
水
道
の
な
い
都
子
村
と
易
屯
門
の
聞
は
陸
路
事
運
に
よ
っ
て
連
絡
し
、
閥
東
の
糧
食
を
吉
林
・
黒
龍
江
地

@
 

方
へ
運
轍
す
る
交
逼
路
線
で
あ
る
。

こ
こ

に
、
清
朝
の
作
戦
準
備
は
完
了
し
た
。
ア

ル
パ
ジ
ン
城
へ
の
攻
撃
は
、
つ
い
に
康
照
二
十
四
年
の
夏
に
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
清
軍

は
都
統
彰
春
等
の
指
揮
に
よ
っ
て
ア
ル
パ
ジ

γ
を
包
囲
し
、
域
内
に
向
っ
て
猛
烈
な
砲
撃
を
績
け
た
。
そ
の
結
果
、
域
内
の
ロ
シ
ヤ
軍
は
、
清

軍
の
威
勢
に
畏
怖
し
て
降
伏
を
請
い
、
ア
ル
パ
ジ
ン
の
司
令
ト
ル
ブ
ジ

γ
は
退
却
を
許
さ
れ
て
生
残
っ
た
部
下
と
と
も
に
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
へ
引

@

‘
⑪
 

揚
げ
た
。
こ
の
戦
役
に
投
入
さ
れ
た
清
軍
は
、
水
陸
兵
合
わ
せ
て
一
高
八
千
人
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
清
箪
の
去
っ
た

@
 

後
、
ト
ル
ブ
ジ
ン
は
流
刑
囚
の
ベ
イ
ト
ン
等
を
連
れ
て
ア
ル
バ
ジ
ン
に
戻
り
、
破
壊
さ
れ
た
域
を
再
建
し
た
。
翌
二
十
五
年
、
ベ
イ
ト

γ
と
そ

9
 

の
部
下
三
百
人
が
黒
龍
江
を
下
っ
て
小
部
隊
の
清
寧
を
殺
致
し
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
薩
布
素
の
指
揮
す
る
駐
防
軍
は
、
命
を
受
け
て
ア
ル
バ
ジ

ン
へ
立
ち
向

っ
た
。
こ
の
戦
役
も
前
回
と
同
じ
く
、
清
軍
は
包
囲
策
を
取
ーっ
て
砲
撃
を
績
け
た
。

ロ
シ
ヤ
は
多
く
の
死
者
を
出
し
、

糧
制
弾
薬

@
 

も
壷
き
た
の
で
、
使
を
清
園
に
遣
わ
し
て
解
園
を
請
う
と
同
時
に
和
卒
交
渉
を
聞
こ
う
と
建
議
し
た
。
康
照
帝
は
こ
れ
に
臆
じ
て
薩
布
素
に
命

291 

を
俸
え
て
圏
を
解
か
し
め
た
。

そ
れ
以
後
、

商
圏
の
紛
争
解
決
の
場
は
圃
卓
に
移
行
し
、

一
年
を
経
て
康
照
二
十
八
年
三
六
八
九
〉
つ
い
に

-11-
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和
議
が
締
結
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
尼
布
楚
候
約
で
あ
る
。
こ
の
後
約
に
お
い
て
、

ン
)
の
雨
河
を
以
て
境
界
と
し
、
相
互
に
侵
犯
し
な
レ

こ
と
を
約
束
し
て
、

雨
園
は
格
爾
必
努
(
ケ
ル
ピ
チ
〉
お
よ
び
額
爾
古
納
(
ア
ル
グ

四
十
年
に
亘
る
紛
争
を
や
っ
と
終
結
し
た
の
で
あ
旬
。

清
露
戦
争
の
経
過
を
顧
み
る
と
、
清
寧
が
勝
利
を
牧
め
た
の
は
、
主
に
軍
船
と
糧
船
の
援
助
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
に
投
入
さ

れ
た
船
隻
数
は
軍
船
・
糧
船
合
わ
せ
て
四
百
十
三
隻
で
あ
っ
た
。
そ
の
規
模
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
船
艦
の
建
造
と
運
営
の

た
め
に
水
手
や
船
工
と
し
て
徴
用
さ
れ
た
人
々
は
、
遼
河
の
百
隻
の
糧
船
に
勤
め
て
い
た
も
の
を
除
い
て
、
殆
ん
ど
が
流
人
で
あ
っ
向
。
彼
ら

は
す
べ
て
寧
古
塔
と
烏
捌
(
吉
林
〉
に
渡
謹
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

』
れ
は
、

失
の
諸
史
料
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
が
、

ま
ず
康
照
二
十

年
烏
剰
を
訪
ね
た
高
土
奇
が
書
い
た
『
属
従
東
巡
目
録
』
巻
下

・
甲
戊
の
僚
に
あ
る
一
文
を
翠
げ
て
み
よ
う
。

康
照
十
五
年
春
。
移
寧
古
塔
将
軍
駐
鎖
於
此
。
:
:
:
弁
従
直
隷
各
省
流
人
数
千
戸
居
此
。
修
造
戦
艦
四
十
鈴
般
。
:
:
:
日
習
水
戦
。
以
備

老
尭
。

こ
の
記
事
は
、
高
士
奇
の
見
聞
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
年
代
と
事
買
が

一
致
し
て

い
な
い
の
で
、

さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
寧

- 12-

古
塔
将
軍
が
康
照
十
五
年
に
烏
捌
へ
移
住
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
数
千
戸
の
流
入
を
こ
こ

に
移
し
て
戦
船
四
十
絵
隻
を
造
ら
せ

た
年
代
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
誤
り
が
あ
る
。
質
際
、
康
照
十
五
年
よ
り
二
十
一
年
の
聞
に
は
造
船
は
な
か
っ
た
ハ
別
表
参
照
)
。

て
高
士
奇
が
述
べ

て
い
る
そ
の
四
十
除
隻
の
戦
船
は
お
そ
ら
く
順
治
十
五
年
に
完
成
し
た
四
十
四
隻
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
吉

@
 

林
水
師
管
が
順
治
十
八
年
に
設
け
ら
れ
た
際
、
そ
の
水
手
は
流
入
を
も
っ
て
充
て
た
。
禽
典
事
例
巻
一
一
一
一
七
・
八
旗
都
統
・
兵
制
に
、

(
順
治
十
八
年
〉
設
吉
林
水
師
営
。
造
倒
船
牛
舌
刻
子
等
船
。
以
遁
移
人
充
水
手
。

と
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
順
治
十
五
年
造
船
開
始
よ
り
十
八
年
水
師
倍
の
設
立
ま
で
、
吉
林
に
は
す
で
に
多
く
の
流
入
が
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ

そ
れ
ゆ
え
、
高
士
奇
が
言
っ
て
い
る
そ
の
数
千
戸
の
流
入
は
、
多
分
康
照
二
十
一
年
嘗
時
の
現
在
数
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
年
代
の
艶
に
誤

@
 

り
が
あ
っ
て
も
、
高
土
奇
の
こ
の
記
事
は
流
人
に
関
す
る
大
切
な
史
料
で
あ
る
。

水
手
や
船
工
に
充
て
ら
れ
た
流
入
は
正
身
ま
た
は
正
役
と
稀
さ
れ
、
そ
の
外
に
な
お
智
見
ま
た
は
智
丁
と
よ
ば
れ
る
人
々
が
あ
っ
た
。
常
見



は
正
身
の
生
活
を
助
け
る
た
の
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
成
員
と
そ
の
関
係
は
、
楊
賓

『
柳
塗
紀
略
』
巻
四
に
、

船
廠
・
寧
古
塔
流
徒
者
。
:
:
:
年
枇
者
。
皆
篤
愛
海
水
手
・
総
匠
正
身
。
年
老
文
弱
者
。
皆
矯
習
見
。
智
見
智
正
身
者
也
。
毎
年
出
銀
六

雨
給
正
身
家。

@
 

と
見
え
る
遁
り
で
あ
る
。
水
手
の
兵
銅
に
閲
し
て
は
、
奉
天
府
内
で
は
月
に
銀
一
雨
で
あ
り
、
と
こ
ろ
が
、
吉
林
と
黒
龍
江
の
場
合
は
そ
の
字

額
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
不
足
分
は
ち
ょ
う
ど
年
六
雨
と
な
る
。
こ
れ
は
育
児
か
ら
取
る
の
で
あ
る
。
た
め
に
、
正
身
一
人
ご
と
に
鷲
見

一
名
が
興
え
ら
れ
、
彼
ら
は
正
身
と
と
も
に
水
師
替
に
属
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
方
式
済
『
龍
沙
紀
略
』

三
・
経
制
に
、

ト
魁
(
旗
門
々
恰
繭
〉
水
師
営
。
:
:
:
水
手
皆
流
入
充
役
。
:
:
:
或
老
儒
者
則
鞍
費
正
役
。
日
智
丁
。
水
手
食
兵
制
之
字
。
故

一
正
予
一

習。

と
あ
る
の
を
見
て
明
白
で
あ
る
。

水
手
の
仕
事
は
船
の
建
造
と
操
縦
だ
け
で
な
く
、

造
船
用
の
材
木
も
彼
ら
が
伐
採
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
こ
れ
は
、
薩
英
額
『
吉
林
外
記
』
巻
三
に
「
船
木
倶
係
水
手
放
伐
営
造
」
と
述
べ
て
レ
る
こ
と
に
よ
っ
て
剣
明
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
水
手

⑮
 

を
専
ら
流
入
か
ら
選
ん
だ
の
か
と
い
う
と
、
要
す
る
に
、
流
人
は
「
闇
贋
南
湖
原
籍
居
多
。
其
中
不
乏
駕
舟
熟
手
」
と
認
め
ら
れ
、

@
 

「満
漢
丘
ハ
不
習
水
性
」
が
た
め
で
、

清
軍
は
水
手
を
流
人
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

雅
克
薩
城
の
攻
撃
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
鳥
鎗
陵
(
銃
砲
除
)
の
兵
士
も
殆
ん
ど
流
人
で
あ
っ
た
。

隆
十
年
六
月
丙
寅
の
僚
に
、

一方、

- 13一

」
れ
は
、

高
宗
貫
録
巻
二
四
三
・
乾

黒
龍
江
賂
軍
侍
森
等
疏
稿
。
本
慮
水
師
管
内
。
護
遣
嘗
差
人
犯
。
倶
係
順
治
・
康
照
年
問
。
護
寧
古
塔
等
庭
安
播
之
人
。

斯
。
作
魚
鳥
鎗
・
水
師
二
項
兵
出
征
。
凱
旋
後
編
局
六
個
佐
領
。
令
入
旗
披
甲
。
録
用
官
員
。

後
因
征
俄
羅

と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
種
の
特
殊
部
隊
、

す
な
わ
ち
簸
牌
兵
(
燦
製
の
楯
を
使
う
丘
O

で
も
流
入

を
徴
用
し
た
。
聖
粗
貫
録
巻
-
一
八
・
康
照
二
十
三
年
十
二
月
乙
巳
の
僚
に
、

諒
兵
部
。
征
剃
羅
利
。
所
需
緩
牌
官
兵
。
膳
分
遣
司
員
。
至
山
東
・
河
南
・
山
西
三
省
。

人
。
:
:
:
其
在
天
津
鄭
克
暁
・
鴻
錫
活
諸
慮
。
亦
遺
人
察
取
前
項
人
員
器
具
。

於
安
揺
墾
荒
一
帽
建
投
誠
官
兵
内
。

選
揮
五
百
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と
あ
る
よ
う
に
、
一
耐
建
と
蓋
尚
の
降
伏
兵
士
が
篠
牌
兵
に
徴
用
さ
れ
て

レ
る
。
彼
ら
は
康
照
二
十
四
年
の
春
黒
龍
江
に
迭
ら
れ
て
雑
克
薩
域
の

@
 

攻
撃
戦
に
」参
加
し
た
。
黒
龍
江
の
水
上
巡
遅
隊
に
蓋
簡
の
降
伏
兵
士
が
レ
た
と
言
わ
れ
て
レ
る
。
彼
ら
は
、
お
そ
ら
く
い
ま
述
べ

た
篠
牌
兵
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
降
伏
兵
士
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
非
人
で
は
な
い
と
し
て
も
、
清
朝
政
府
は
叛
逆
に
加
括
し
て
い
た
浪
人
を

往
々
流
犯
と
同
じ
よ
う
に
取
扱

っ
て
、
遠
方
へ
遷
移
す
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
。
臭
三
桂
の
部
下
に
興
え
た
虚
置
も
同
線
で
あ
る
。

次
に
、
流
入
の
砧
丁
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
結
丁
は
騨
砧
に
配
置
し
て
寧
欣
の
飛
報
や
官
員

・
使
者
の
接
待
、
ま
た
は

犯
人
の
押
迭
等
を
捨
賞
す
る
夫
役
で
あ
る
か
ら、

彼
ら
の
働
き
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
康
回
一
の
中
頃
ま
で
に
、
東
三
省
全
区
域
に

@
 

す
で
に
六
十
五
姑
の
騨
砧
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
中
、
山
海
聞
か
ら
遼
東
地
方
の
各
地
に
亘
る
路
線
は
、
明
代
の
遺
制
を
基
礎
に
し
て
描
張
、

@
 

ま
た
は
増
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
寧
古
塔
か
ら
吉
林
(
烏
例
)
、

吉
林
か
ら
黒
龍
江
(
愛
出
)
ま
で
の
二
総
は
そ
れ
ぞ
れ
康
照
十
六
年
と
二

@
 

十
五
年
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
騨
砧
の
機
能
を
果
た
す
姑
丁
は
、
流
入
が
そ
の
中
堅
で
あ
り
、
そ
の
中
、
殆
ん
ど
大
部
分
は

三
藩
の
部
下
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
三
藩
の
範
が
卒
定
さ
れ
た
そ
の
直
後
、
雲
南
等
の
地
方
よ
り
山
海
開
外
の
各
騨
結
、

て
姑
丁
や
蓋
丁
に
充
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
黒
龍
江
志
稿
径
十

一・

鰹
政
・
氏
族
に
、

ま
た
は
過
蓋
に
配
さ
れ
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姑
丁
。
皆
雲
南
産
。
以
呉
三
桂
叛
。
故
諦
充
山
海
開
外
。
旋
由
開
外
各
泊
、

調
援
衆
江
。

と
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
高
宗
貫
録
に
も

「
三
務
下
人
。
・
・
:
安
捕
騨
姑

・
水
手

・
官
屯

・
過
歪
」
云
云
と
誌
し
て
し
恥

『
黒
龍
江
述
略』

等
の
諸
史
料
に
基
づ
い
て
、
流
入
が
姑
丁
の
中
堅
で
あ

っ
た
こ
と
を
例
誼
し
た
が
、
同
氏
は

そ
の
人
々
が
三
藩
の
哲
戸
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
射
し
て

「
幾
分
疑
ふ
可
き
齢
地
な
き
に
非
ず
」

と
恨
重
な
態
度
を
採

っ
て
レ
ヲ
ヤ

か
よ
う
に
、
清
露
戦
争
の
時
期
、
軍
事
面
に
お
レ
て
多
数
の
流
入
が
レ
ろ
レ
ろ
な
軍
役
に
充
て
ら
れ
た
。

有
高
氏
も
、

『
黒
龍
江
外
記
』
、

い
ま

そ
の
動
員
数
を
見
積
っ

て

み
よ
う
。
水
手
と
引
見
に
充
て
た
人
数
は
、
次
の
二
史
料
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
。
楊
賓
『
柳
謹
紀
略
』
径

一
に
、

黒
龍
江
。
:
;
:
以
船
廠
・
寧
古
塔
流
人
魚
水
手
・

常
見
。
各
八
百
二
十
四
人
。
二
十
九
年
時
間
軍
統
其
字
。
駐
墨
見
根
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
専
ら
軍
船
に
配
属
さ
れ
た
人
数
で
あ
る
。
糧
船
に
徴
用
さ
れ
た
人
数
に
つ
い
て
は
、

皇
朝
文
献
通
考
巻

一
八
二
に
、



ハ
康
照
〉
二
十
六
年
。
設
吉
林
運
糧
船
漢
軍
水
手
二
百
五
十
八
名
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
糧
船
の
水
手
は
二
百
五
十
八
名
で
あ
る
。
こ
こ
に
漢
軍
水
手
と
言
っ
て
い
る
が
、
嘗
時
水
手
は
す
べ
て
流
人
を
以
て
充
て

て
い
た
の
で
、
こ
の
二
百
五
十
八
名
も
嘗
然
流
入
水
手
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
二
百
五
十
八
名
は
康
照
二
十
六
年
に
設
け
ら
れ
た
と
言
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え
ど
も
、
雅
克
薩
攻
撃
前
の
軍
糧
轍
迭
に
す
で
に
百
五
十
名
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
百
五
十
八
名
は
、
そ
れ
以
前
の
を

基
盤
に
し
て
撰
大
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
糧
船
の
水
手
に
も
軍
船
の
水
手
と
同
じ
よ
う
に
習
見
が
興
え
ら
れ
た
に

違
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
南
方
の
水
手
、
常
見
を
合
わ
せ
ば
、
二
千
百
六
十
四
名
に
な
る
。
拍
丁
の
敷
も
二
千
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
康
照
時
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代
に
お
い
て
、
騨
姑
の
姑
丁
は
普
、
通
一
騨
三
十
名
で
あ
り
、
大
騨
で
は
五
十
名
の
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
騨
敷
を
前
述
の
六
十
五
姑
と
す

れ
ば
、
嘗
時
の
姑
丁
教
は
二
千
人
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
。
篠
牌
兵
の
散
は
、
前
引
の
聖
租
貫
鍛
巻
一
一
八
で
は
、
五
百
名
を
徴
用
し
よ
う
と
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あ
る
が
、
そ
の
後
、
賓
際
に
徴
用
し
た
の
は
四
百
名
だ
け
で
あ
っ
た
。
鳥
鎗
営
の
数
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
の
同
所
に
、

(
薙
正
十
一
年
)
以
蓋
砧
・
官
屯
・
水
手
・
各
漢
軍
徐
丁
。
選
充
鳥
槍
丘
二
千
名
。
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
薙
正
朝
の
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
鳥
鎗
兵
に
充
て
る
も
の
は
、
依
然
と
し
て
流
人
か
ら
選
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
前
に

徴
用
さ
れ
た
敷
も
、
だ
い
た
い
同
じ
程
度
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
以
上
、
水
手
・
繋
見
・
姑
丁
・
篠
牌
兵
・
鳥
鎗
兵
を
合
計
す
れ
ば
、

_:_ 15 ....:. 

五
千
五
百

名
く
ら
い
に
な
る
。
勿
論
、
他
に
一
般
の
兵
卒
や
軍
夫
に
充
て
ら
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
順
治
朝
寧
古
塔
に
流
請
さ
れ
た

呉
兆
懇
が
『
秋
茄
集
』
巻
八
「
戊
午
二
月
十
一
日
寄
戸
舎
人
書
」
に
、

甲
辰
(
康
照
三
年
〉
春
。
:
:
:
令
流
人
強
壮
者
。
供
役
軍
中
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
、
聖
租
貫
録
巻
一
二
二
・
康
照
二
十
四
年
九
月
甲
申
の
篠
に
、

先
流
徒
寧
古
塔
・
烏
刑
罪
人
。
倶
入
丘
ハ
数
護
往
。

と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
賓
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
を
含
め
て
計
算
す
れ
ば
、
征
露
戦
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
流

295 

人
数
は
、
さ
ら
に
多
く
な
る
。
少
く
と
も
七
・
八
千
人
は
レ
た
で
あ
ろ
う
。
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尼
布
楚
候
約
締
結
以
後
、
清
朝
政
府
は
終
始
ロ
シ
ヤ
に
封
す
る
警
戒
を
怠
ら
ず
、
園
境
地
帯
に
も
な
お
軍
隊
を
駐
防
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

戦
争
中
に
施
設
さ
れ
た
交
通
機
構
、
す
な
わ
ち
水
路
の
運
職
系
統
と
陸
路
の
騨
拍
は
、
そ
の
ま
ま
機
能
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
運
営
に

必
要
と
さ
れ
る
水
手
や
姑
丁
に
も
相
麗
ら
ず
流
入
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
砧
丁
は
別
に
特
殊
な
技
能
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
本
人

が
死
ん
で
も
子
は
そ
れ
を
相
績
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
終
戦
後
、
新
た
に
護
遣
さ
れ
た
流
人
を
砧
丁
に
充
て
る
こ
と
は
、
二
度
と
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
水
手
の
場
合
は
、
船
の
操
縦
と
修
繕
な
ど
の
技
能
が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
、
康
問
一
二
十
八
年
以
後
に
も
し
ば
し

ば
水
位
に
暗
熱
し
た
罪
犯
を
水
手
に
充
て
て
い
た
。
聖
組
貫
録
巻

一
四
八
・
康
回
一
二
十
九
年
九
月
戊
申
の
燥
に
、

海
賊
方
雲
龍
等
。
:
:
・
倶
係
熟
詰
水
性
之
人
。
著
従
寛
菟
死
。
併
伊
妻
子
解
迭
来
京
。
設
往
黒
龍
江
。
充
水
手
首
差
。

と
あ
る
よ
う
に
、
海
賊
が
黒
龍
江
地
方
の
水
手
に
充
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
康
照
五
十
年
代
に
な
っ
て
も
、
東
三
省
各
地
方
の
水
師
替
で

骨
拶

は
海
賊
が
そ
の
水
手
に
充
て
ら
れ
た
例
が
な
お
見
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
紋
述
に
よ
り
、
順
治
末
期
以
後
、
軍
事
的
必
要
に
雁
じ
て
吉
林
や
黒
龍
江
へ
流
人
が
大
量
に
鼓
遣
さ
れ
、
彼
ら
は
水
手
・
船
工
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-
鳥
鎗
丘
ハ
・
藤
牌
兵
・
軍
夫
お
よ
び
姑
丁
等
に
充
て
ら
れ
て
戦
争
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
慮
じ
て
、
こ
の
時
期
の
流

人
配
所
は
、
寧
古
塔
よ
り
烏
刑
・
黒
龍
江
・
済
々
叫ロ
爾
お
よ
び
墨
爾
根
の
順
に
漸
次
贋
が
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
外
、
吉
林
の
白
都
調
・
三
姓

-
控
林
お
よ
び
阿
勃
楚
略
四
慮
も
そ
の
後
に
流
人
の
配
所
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
方
へ
の
流
入
瑳
遁
は
別
な
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
よ
う
。

(3) 

第
三
期
|
|
駐
防
軍
と
京
旗
屯
墾
の
時
期

東
三
省
の
駐
防
軍
は
、
中
央
波
遣
の
満
漢
蒙
の
八
旗
軍
と
賞
地
の
新
満
洲
・
索
倫
・
達
呼
爾
等
の
部
族
部
隊
よ
り
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

。
る
。
駐
防
軍
の
任
務
は
主
に
地
方
の
看
守
と
園
境
の
防
備
で
あ
り
、
軍
糧
を
現
地
で
自
給
す
る
た
め
、
農
耕
も
品
兼
ね
て
い
旬
。
し
た
が
っ
て
、

初
期
に
お
け
る
東
三
省
の
土
地
開
設
は
、
主
に
軍
事
要
塞
地
を
中
心
に
漸
次
展
開
さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
と
に
吉
林
と
黒
龍
江
南
地
方
に
お
し
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て
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
朝
の
軍
隊
が
農
耕
を
粂
ね
る
に
は
、
も
と
よ
り
家
奴
へ
の
依
存
が
大
き
か

っ
た
。
家
奴
の
支
給

は
、
以
前
に
は
戦
争
捕
虜
の
獲
得
に
よ
っ
て
解
決
で
き
た
が
、
入
開
後
に
お
い
て
は
、
戦
争
は
多
少
あ
っ
た
と
し
て
も
、
太
租
・
太
宗
両
朝
の
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ょ
う
、に
大
量
の
捕
虜
を
獲
得
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
清
朝
政
府
は
流
罪
に
鹿
せ
ら
れ
た
罪
人
の
一
部
を
以
て
家
奴
の

供
給
源
と
し
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
類
の
流
犯
は
、
普
通
「
稜
遣
魚
奴
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
流
罪
の
中
で
も
っ
と
も
重
い
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
醇
允
升
『
讃
例
存
疑
』
巻
六
・
名
例
律
下
之
三
に
、

古
人
制
律
。
減
死
一
紘
一
寸
剖
魚
瀬
流
。
前
明
以
流
罪
篤
軽
。
市
加
擬
充
軍
。
本
朝
於
充
軍
之
外
。
文
加
擬
鶏
奴
。

と
説
明
し
て
い
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
。
震
奴
の
褒
遣
は
、
す
で
に
順
治
朝
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
世
租
貫
録
巻
一
一
九
・
順
治
十
五
年
七
月

甲
辰
の
僚
に、

贋
東
雷
州
遁
王
乗
乾
。
:
:
:
瑳
寧
古
塔
給
披
甲
人
魚
奴
。

と
あ
る
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
規
模
に
護
遣
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
康
照
二
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
そ
の
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経
過
を
考
察
し
よ
う
。

康
照
二
十
一
年
、
帝
が
吉
林
地
方
を
覗
察
し
た
後
、
箪
糧
の
充
貨
を
は
か
る
た
め
、
寧
古
塔
将
軍
巴
海
等
に
「
士
口
林
烏
則
。
田
地
米
糧
。
甚
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鴛
緊
要
。
農
事
有
懐
。
関
係
非
細
。
宜
勤
勉
之
。
使
動
耕
種
L

と
指
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
吉
林
地
方
の
駐
防
軍
は
、
農
耕
を
一
段
と
強

化
し
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
以
後
の
二
・
三
年
間
に
は
、
駐
防
軍
の
殆
ん
ど
は
雅
克
薩
城
攻
撃
戦
の
た
め
に
動
員
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
兵
丁

の

農

耕

を

肩

代

り

す

る

も

の

が

要

求

さ

れ

た

。

禽

典

事

例

巻

七

四

四
、
徒
流
遷
徒
地
方
四
に
、

そ
の
劉
麿
策
と
し
て
、

清
朝
政
府
は
衣
の
諸
律
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。

(
康
照
二
十
一
年
)
題
准
。
凡
民
人
偲
稽
逃
人
具
告
行
詐
者
。
護
寧
古
塔
興
窮
披
甲
之
人
魚
奴
。
二
十
三
年
題
准
。
凡
三
次
逃
人
。
三
次
婿

盗
。
菟
死
減
等
護
落
。
及
誘
貰
人
口
。
築
餅
迷
拐
。
各
信
用
従
。
並
和
同
被
誘
知
情
。
及
人
牙
子
。
鷹
擬
流
徒
者
。
倶
改
寧
古
塔
興
窮
披
甲

之
人
魚
奴
。
:
;
:
又
定
。
凡
犯
重
罪
兎
死
。
給
予
盛
京
・
寧
古
塔
等
慮
新
満
洲
震
奴
者
。
並
妻
稜
去
。
:
:
:
又
題
准
。
凡
謹
陥
卒
民
鴛
盗

2.rrl 
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嚇
詐
銀
雨
者
。
比
照
痛
盗
三
犯
克
死
完
結
例
。
設
輿
寧
古
塔
窮
披
甲
之
人
魚
奴
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
康
照
二
十
一
年
と
二
十
三
年
に
、
寧
古
塔
等
の
兵
丁
に
家
奴
を
貰
興
す
る
配
流
の
律
が
あ
い
つ
い
で
頒
布
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
吉
林
地
方
へ
の
震
奴
の
琵
遣
は
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
康
照
二
十
五
年
雅
克
薩
城
の
攻
撃
が
終
る
と
、
清
朝
政
府

は
こ
れ
を
機
に
し
て
黒
龍
江
地
方
の
土
地
開
設
を
積
極
化
し
、
こ
の
政
策
に
基
づ
い
て
、
黒
龍
江
地
方
の
駐
防
軍
は
、
み
な
土
地
を
興
え
ら
れ

て
農
耕
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
旗
通
志
初
集
巻
十
八
・
土
田
志
一
に
、

(
康
照
二
十
五
年
〉
題
准
。
黒
龍
江
・
歌
爾
根
地
方
。
戸
部
各
差
官
一
員
。
監
看
耕
種
。
歎
爾
根
令
索
倫
・
打
虎
見
官
丘
ハ
耕
種
。
黒
龍
江
令

盛
京
官
兵
耕
種
。

と
あ
る
。
黒
龍
江
・
墨
爾
根
を
中
心
に
索
倫
・
達
呼
爾
だ
け
で
な
く
、
盛
京
兵
も
含
め
て
み
な
土
地
開
墾
を
行
な
っ
た
。
こ
の
盛
京
兵
は
康
照

@
 

二
十
四
年
専
ら
農
耕
の
た
め
に
涯
遣
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
外
、
漢
軍
・
水
手
・
桔
丁
等
も
そ
れ
ぞ
れ
官
荘
・
公
団
・
騨
姑
地
畝
を
耕

作
し
て
い
た
o
J

」
れ
に
臆
じ
て
魚
奴
の
流
犯
も
こ
の
地
方
へ
護
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
舎
典
事
例
巻
七
四
四
・
徒
流
遷
徒
地
方
四
に
、

(
康
照
)
三
十
一
年
覆
准
。
菟
死
減
等
設
住
黒
龍
江
魚
奴
之
犯
。
令
該
鼎
寧
酌
量
均
分
。
給
予
新
奮
満
洲
及
達
古
里
窮
披
甲
之
人
魚
奴
。

又
議
。
此
後
瑳
黒
龍
江
罪
人
。
及
護
矯
奴
罪
人
。
或
留
黒
龍
江
。
或
安
掃
墨
爾
根
。
著
該
将
軍
酌
量
料
理
。
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と
見
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
黒
龍
江
は
護
配
距
離
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
こ
に
は
主
と
し
て
兇
悪
な

罪
徒
が
琵
達
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
も
集
圏
的
な
盗
賊
等
の
匪
類
が
特
別
に
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
聖
租
貫
録
巻
一
九
四
・
康
照
三
十
八
年
間

七
月
笑
丑
の
候
に
、

湖
底
茶
陵
州
叛
賊

0

・
:
:
・
華
虞
臣
等
九
十
六
名
。
:
・
:
・
護
興
黒
龍
江
新
楠
洲
披
甲
之
人
魚
奴
。

ま
た
同
書
巻
二

O
一
、
康
照
三
十
九
年
九
月
丙
午
の
僚
に
も
、

強
盗
楊
三
等
O
i
-
-
-
六
十
除
人
。
:
:
:
震
従
陳
相
等
。
:
:
:
遁
護
黒
龍
江
。
給
披
甲
新
満
洲
魚
奴
。

と
見
え
る
如
く
、
二
案
の
盗
賊
、
そ
れ
ぞ
れ
九
十
六
人
と
六
十
徐
人
が
黒
龍
江
の
新
満
洲
兵
の
奴
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

と
あ
り
、



康
照
時
代
に
お
け
る
こ
の
類
の
流
入
配
所
に
は
、
黒
龍
江
(
愛
指
揮

γ
墨
爾
根
・
斉
々
暗
爾
以
外
に
、
な
お
白
都
調
と
三
姓
の
二
箇
所
が
あ
っ

@

・

た
。
白
都
前
と
三
姓
は
、
そ
れ
ぞ
れ
康
照
三
十
一
年
と
五
十
三
年
に
八
旗
が
置
か
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
矯
奴
の
罪
人
も
震
遁
さ
れ
た
。
い

ま
、
こ
の
二
地
に
つ
い
て
、
各
々
一
例
を
拳
げ
れ
ば
、
同
書
巻
二
四
八
・
康
照
五
十
年
十
月
丙
辰
の
僚
に
、

陳
六
等
三
十
六
名
。
及
婦
女
三
十
六
口
a
i
-
-
-
分
別
護
往
白
都
納
・
寧
古
塔
・
墨
爾
根
・
黒
龍
江
給
披
甲
人
魚
奴
。

と
、
同
書
巻
二
七
八
v

康
照
五
十
七
年
四
月
己
丑
の
候
に
、

河
南
関
郷
麻
叛
犯
充
誕
等
拒
敵
官
兵
一
案
。
:
:
:
其
脅
従
向
可
務
等
二
十
四
人
。
弁
充
挺
之
弟
克
前
。
護
三
姓
等
慮
。
給
披
甲
人
魚
奴
。

と
見
え
る
如
く
で
あ
る
。

礎
体
正
朝
に
お
い
て
も
、
東
三
省
の
駐
防
軍
に
流
人
を
賞
興
す
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
曾
奥
事
例
巻

七
四
四
・
徒
流
蓮
徒
地
方
四
に
、

嗣
後
援
遣
人
犯
。

(
薙
正
)
十
三
年
議
。

之
後
。
再
行
請
旨
。

有
麿
護
寧
古
塔
等
鹿
者
。
皆
改
麓
三
姓
地
方
。
給
予
八
姓
一
千
兵
丁
震
奴
。
計
一
千
人
。
足
敷
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と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
寅
献
が
う
か
が
わ
れ
る
。
乾
隆
二
年
に
至
っ
て
、
清
朝
政
府
は
、
改
め
て
九
項
目
の
罪
名
を
定
め
、
そ
れ
に
該

嘗
す
る
犯
人
を
寧
古
塔
・
黒
龍
江
等
慮
の
兵
丁
へ
の
家
奴
供
給
源
と
し
向
。

次
に
、
移
墾
京
旗
に
家
奴
を
賞
興
し
た
事
責
を
拳
げ
て
み
よ
う
。
・
京
旗
と
は
北
京
を
取
り
巻
く
畿
輔
地
方
に
配
置
し
た
禁
旅
八
旗
を
い
う

が
、
彼
ら
は
中
原
に
入
っ
て
、
貨
幣
経
済
の
高
度
に
護
達
し
た
所
で
生
活
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
審
修
に
流
れ
て
つ
い
に
日
増
し
に
生
活
が
苦

@
 

し
く
な
っ
た
。
そ
の
上
、
旗
人
の
口
敏
は
年
々
一
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
し
か
も
官
職
は
長
男
相
績
制
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
次
男
・
三
男
以
下
の

@
 

も
の
は
殆
ん
ど
開
散
旗
人
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
生
活
の
困
窮
化
は
い
っ
そ
う
深
刻
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
解
決
策
と
し

@
 

て
、
彼
ら
を
吉
林
地
方
へ
移
墾
さ
せ
る
方
策
が
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
薙
正
朝
か
ら
乾
隆
の
初
期
に
か
け
て
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
た
が
、
乾

@
 

つ
い
に
京
旗
を
並
林
・
阿
勤
楚
略
に
移
墾
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
は
従
来
よ
り
家
奴
を
使

299 

隆
初
頭
に
至
っ
て
具
睦
化
し
、
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う
習
慣
が
あ
り
、
ま
し
て
長
く
都
市
生
活
を
し
て
来
た
の
で
、
一
旦
農
耕
生
活
に
繁
れ
ば
、
家
奴
が
さ
ら
に
必
要
と
な
ろ
う
。
た
め
に
、
清
朝

政
府
は
、
移
墾
京
旗
に
も
流
人
を
興
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
高
宗
貫
録
巻
二
三
六
・
乾
隆
十
年
三
月
戊
寅
の
僚
に
は
、

移
駐
満
洲
各
戸
。
墾
田
信
用
業
。
一
雇
一
工
者
多
。
白
鷹
貰
興
奴
僕
。

3
 

と
あ
る
。
翌
年
に
は
人
参
倫
採
犯
が
技
林
と
阿
勃
楚
唱
の
京
旗
の
奴
に
充
て
る
と
定
め
ら
れ
た
。
乾
隆
十
九
年
以
後
、
第
二
群
の
移
墾
京
旗
に

A3 

も
流
入
が
興
え
ら
れ
た
。

な
お
、
流
人
を
賞
興
す
る
範
園
は
、
丘
(
丁
・
京
旗
に
限
ら
ず
、
官
員
に
も
及
ん
だ
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
乾
隆
中
期
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

同
書
巻
八

O
四
・
乾
隆
三
十
三
年
二
月
乙
丑
の
係
、
黒
龍
江
将
軍
富
信
阿
等
の
上
奏
に
、

査
向
来
襲
遣
黒
龍
江
篤
奴
人
犯
。
倶
係
賞
給
出
力
兵
丁
。
至
官
員
等
例
不
賞
給
。
但
港
地
官
員
。
受
田
耕
種
。
全
頼
奴
僕
力
作
。
且
各
員
内

有
軍
功
差
使
。
倶
甚
勤
奮
。
市
家
計
思
難
者
。
請
嗣
後
准
於
設
遺
魚
奴
人
犯
。
二
十
分
中
。
以
一
分
賞
給
出
カ
官
員
。
得
旨
。
如
所
請
行
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
震
奴
の
流
入
の
中
、
二
十
分
の
一
を
も
っ
て
官
員
に
賞
興
し
よ
う
と
す
る
富
倫
阿
の
上
奏
が
裁
可
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
乾
隆
三
十
三
年
以
降
、
駐
防
官
員
も
流
人
を
輿
え
ら
れ
て
農
耕
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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一
部
の
流
入
に
は
、
奴
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
農
耕
に
従
事
す
る
も
の
が
い
た
。
こ
れ
ら
の
流
人
は
主
に
官
荘
へ
配
さ
れ

て
、
公
団
を
耕
作
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
閲
し
て
は
、
曾
典
事
倒
巻
一

O
九
三
・
奉
天
府
に
、

そ
の
ほ
か
、

(康問…〉

二
十
六
年
定
。

奉
天
噴
土
甚
多
。
令
府
予
慶
置
官
荘
。
多
賀
牛
種
。
酌
量
護
遺
之
人
。
足
臆
差
使
外
。
蝕
儲
令
其
屯
種
。

@
 

と
見
え
る
。
こ
れ
は
、
落
正
朝
に
至
っ
て
も
績
け
ら
れ
た
。
社
丁
に
充
て
ら
れ
た
流
人
は
、
た
ん
に
耕
田
だ
け
で
な
く
、
伐
木
・
焼
炭
等
に
も

3

9
 

従
事
し
て
い
γ

た
。
さ
ら
に
、
時
に
よ
っ
て
、
専
ら
朝
廷
の
た
め
に
海
東
青
(
鷹
)
を
狩
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

以
上
述
べ
た
如
く
、
官
兵
に
も
京
旗
に
も
各
々
流
入
を
興
え
、
さ
ら
に
官
妊
に
も
流
人
が
配
さ
れ
た
。
震
奴
の
流
入
は
主
に
吉
林
と
黒
龍
江

雨
地
方
に
配
さ
れ
、
批
丁
に
充
て
ら
れ
た
流
人
は
殆
ん
ど
遼
東
地
方
に
安
置
さ
れ
た
。
こ
の
類
の
流
人
数
は
、
頗
る
多
か

っ
た
。
康
照
朝
に
黒

龍
江
を
訪
ね
た
方
式
済
は
、
そ
の
『
龍
沙
紀
略
』
飲
食
に
「
今
流
人
之
賞
旗
者
。
且
倍
於
兵
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

嘗
時
黒
龍
江
の
丘
ハ
教
は
四



つ
ま
り
康
照
時
代
、
黒
龍
江
一
地
だ
け
で
も
魚
奴
の
流
入
が
八
千
二
百
八
十
名
い
た
こ
と
に

@
 

な
る
。
そ
し
て
、
落
正
二
年
に
お
け
る
吉
林
と
黒
龍
江
南
地
方
の
兵
敷
は
合
計
九
千
五
百
名
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
康
照
末
期
を
匡
切
っ

@
 

千
百
四
十
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
二
倍
す
る
と

て
計
算
す
れ
ば
、
両
地
方
の
魚
奴
人
数
は
お
よ
そ
一
高
九
千
ば
・
か
り
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
批
丁
に
充
て
ら
れ
た
も
の
を
も
入
れ
て
計
上

す
れ
ば
、
こ
の
類
の
流
人
数
は
二
高
以
上
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
東
三
省
の
各
地
に
分
布
し
、
各
々
土
地
開
震
に
従
事
し

て
い
た
。
乾
隆
中
期
以
後
、
東
三
省
へ
の
流
入
政
策
は
雛
化
し
た
が
、
同
地
方
の
駐
防
軍
へ
の
奴
僕
賞
興
政
策
は
、
清
朝
一
代
を
逼
じ
て
つ
づ

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
，

東
三
省
開
設
に
お
け
る
流
入
の
地
位

東
三
省
の
遼
河
流
域
に
は
、
古
く
か
ら
漢
人
が
居
住
し
て
い
た
。

支
配
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

し
か
し
、
歴
代
の
中
園
を
代
表
す
る
政
権
は
、
常
に
こ
の
地
方
を
完
全
に

し
た
が
っ
て
同
地
方
に
お
け
る
漢
人
数
の
費
動
は
頗
る
大
き
か
っ
た
。
例
え
ば
、
前
漢
の
時
、
遼
東
・
西
の
人
口

@
 

は
お
よ
そ
六
十
二
高
あ
っ
た
が
、
後
漢
に
な
る
と
却
っ
て
十
六
高
齢
ま
で
減
少
し
、
明
代
中
葉
に
降
つ
で
も
な
お
三
四
十
寓
し
か
な
か
っ
た
。

明
清
戦
争
の
時
期
に
、
清
太
宗
は
華
北
か
ら
百
寓
に
近
い
漢
人
を
遼
東
へ
連
行
し
て
い

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
向
、
戦
争
中
、
戦
禍
を
避
け
る

た
め
遼
東
か
ら
逃
げ
去
っ
た
漢
人
は
か
な
り
多
く
あ
り
、
そ
の
上
、
捕
え
ら
れ
た
捕
虜
は
功
臣
・
官
兵
の
奴
に
充
て
ら
れ
た
り
、
ま
た
は
八
旗

-21ー

に
編
入
さ
れ
た
り
し
て
、

つ
い
に
順
治
帝
入
闘
の
際
、
旗
人
と
と
も
に
殆
ん
ど
全
部
中
原
に
移
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
順
治
元
年
に
お
い
て
、

い
ま
ま
で
遼
河
流
域
に
住
ん
で
い
た
漢
人
は
、
殆
ん
ど
一
掃
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
後
、
新
た
に
東
三
省
に
登
場
し
て
来
た
漢
人
は
、

以
前
の
も
の
と
は
、
殆
ん
ど
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
々
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

@
 

清
代
東
三
省
に
移
住
し
た
漢
人
は
、
嘉
慶
時
代
に
及
ん
で
、
す
で
に
百
五
十
儀
寓
人
に
達
し
た
。
こ
れ
ら
の
漢
人
は
、
殆
ん
ど
清
初
か
ら
引

き
績
き
入
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
素
性
を
分
析
す
れ
ば
、
強
制
遷
移
さ
れ
た
流
人
と
、
政
府
招
墾
に
麿
じ
て
移
住
し
た
招
民
、
お
よ

び
政
府
の
許
可
を
受
け
な
か
っ
た
移
住
者
、
す
な
わ
ち
流
民
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
経
過
か
ら
言
う
と
、
流
入
と
招
民
が
先
に
移
住
し
、

301 
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そ
の
後
に
流
民
が
つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。
遼
東
の
奥
地
、
す
な
わ
ち
溶
陽
以
東
の
地
、
ま
た
は
吉
林
・
黒
龍
江
南
地
方
に
移
住
し
た
も
の
に
つ

い
て
言
え
ば
、
そ
の
最
初
の
人
々
は
、
主
に
流
入
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
順
治
十
八
年
嘗
時
の
奉
天
府
府
安
張
向
賢
が
「
銭
嶺
撫
順
。
惟
有
流

両
J

徒
諸
人
。
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
ほ
か
、
順
治
朝
寧
古
塔
に
流
徒
さ
れ
た
陳
敬
罪
が
「
我
於
順
治
十
二
年
流
寧
古
塔
。
向
無

漢

λ
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
明
白
で
あ
る
。
清
初
以
降
、
東
三
省
に
移
佳
し
た
漢
人
は
、
流
入
、
が
そ
の
先
駆
者
で

し
た
が
っ
て

あ
っ
た
。

で

は

、

流

人

の

敷

と

初

期

に

お

け

る

東

三

省

の

人

口

構

成

に

つ

い

て

考

察

し

よ

う

。

「

謂

戊

到

東

北

去

的

⑧
 

人
。
至
少
也
要
在
数
高
人
以
上
」
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
氏
は
清
朝
入
関
前
に
捕
え
ら
れ
た
漢
人
を
調
成
者
と
一
緒
に
取
扱
っ
て
計

算
し
た
た
め
、
正
確
な
流
人
数
を
知
る
に
は
参
考
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ヤ
シ
品
/
フ
氏
は
、
十
七
世
紀
末
ま
で
、
吉
林
地
方
か
ら
黒
龍
江
地

。
V

方
に
強
制
移
住
さ
れ
た
人
口
を
約
二
高
人
と
認
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
に
軍
人
と
そ
の
家
族
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
流
人
の
賀
数

謝
園
楠
氏
は
、

清
初
に
お
い
て

ぞ
れ
一
高
以
上
、
そ
し
て
、
順
康
薙
三
朝
の
流
入
子
孫
を
入
れ
て
計
算
す
れ
ば
、
流
入
系
統
の
口
敏
は
二

J
三
寓
の
多
数
に
上
っ
た
と
さ
れ
る

が

、

康

照

十

五

年

船

廠

(

烏

制

〉

一

地

だ

け

で

も

「

中

土

流

人

千

絵

家

」

と

楊

賓

は

言

っ

て

い

旬

。

康

問

二

十

一
戸
を
四
な
い
し
五
人
と
す
れ
ば
、
康
問
二
十
年
頃
の
烏
刑
の
流
人
数
は
一
高
人
ほ

- 22ー

が
ど
れ
ほ
ど
を
占
め
て
い
る
か
、
や
は
り
理
解
し
難
い
。
な
お
、
有
高
巌
氏
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
康
照
の
項
、
吉
林
と
黒
龍
江
雨
地
方
に
そ
れ

こ
れ
も
過
少
見
積
り
と
思
う
。

一
年
高
士
奇
が
烏
刑
で
見
た
流
人
数
も
数
千
戸
で
あ
る
。

ど
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
寧
古
塔
・
技
林
・
阿
勤
楚
曙
・
三
姓
・
伯
都
前
諸
地
の
口
敷
を
併
せ
て
、
落
正
朝
末
期
の
時
貼
で
合
計
す
れ

vf 

吉
林
地
方
だ
け
で
も
二

J
一
二
高
人
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

雷

「
其
雑
犯
毎
歳
腫
接
而
至
。
無
慮
数
百
人
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
間
数
百
人
の
増
加
率
に
よ
る
増
加
数
と
、
そ
の
前
に
設
遣
さ
れ

回
開
龍
江
地
方
に
お
い
て
は
、

康
照
二
十
二
年
黒
龍
江
将
軍
が
設
け
ら
れ
て
以

後て
来
た
も
の
を
併
せ
れ
ば
、
潅
正
朝
の
移
り
頃
ま
で
に
は
、
黒
龍
江
地
方
に
も
二
・
三
寓
人
の
流
人
が
い
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
流
入
の
類
別

に
基
づ
い
て
考
え
て
も
上
述
の
推
測
と
ほ
ぼ
同
じ
数
字
が
で
て
来
る
。
清
露
戦
争
の
時
期
、
軍
事
面
の
各
夫
役
に
徴
用
さ
れ
た
流
人
と
、
康
照

二
十
年
代
以
後
、
兵
丁
の
奴
に
充
て
ら
れ
た
流
人
は
、
既
述
の
第
一
章
(
第
二
・
三
節
〉
で
そ
れ
ぞ
れ
約
七
千
・
一
寓
九
千
人
と
推
定
し
た
。
こ



の
二
高
六
千
人
ば
か
り
の
流
人
は
、
殆
ん
ど
康
照
時
代
、
吉
林
と
黒
龍
江
南
地
方
に
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
流
人
の
う
ち
で
、
半
数
が

と
も
か
く
、
吉
林
・
黒
龍
江
南
地

方
の
流
人
数
は
、
有
高
氏
の
推
測
の
二
倍
以
上
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
薙
正
以
後
護
遣
さ
れ
た
も
の
と
、
流
入
子
孫
と
の
増
加
が
三
十
年
で

家
族
を
伴
な
っ
て
き
た
も
の
と
す
れ
ば
、
流
入
と
そ
の
家
族
と
の
合
計
数
は
六
高
以
上
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二
倍
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
乾
隆
中
期
ま
で
に
、
士
ロ
・
黒
南
地
方
に
そ
れ
ぞ
れ
約
六
寓
人
の
流
人
が
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
、
遼
東
地
方

の
流
人
を
も
入
れ
て
合
計
す
れ
ば
、
同
時
期
に
お
よ
そ
二
十
高
人
に
近
い
流
人
が
東
三
省
の
各
地
に
分
布
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
流
人
と
彼
ら
の
子
孫
と
は
、
殆
ん
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
配
所
に
定
着
し
た
の
で
、
初
期
に
お
け
る
東
三
省
の
人
口
構
成
で
は
、
流
人
系
統
の
人
口

が
そ
の
恨
幹
の
一
つ
に
な
っ
た
。
こ
と
に
も
と
よ
り
住
民
が
少
な
か
っ
た
黒
龍
江
に
お
い
て
は
、
流
人
の
人
口
比
率
は
相
嘗
高
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
乾
隆
三
十
六
年
黒
龍
江
の
戸
籍
が
初
め
て
編
審
さ
れ
た
時
、
民
戸
人
口
と
行
差
人
丁
は
そ
れ
ぞ
れ
三
蔦
五
千
二
百
八
十
四
と
三
高
三
千

@
 

五
百
七
十
二
で
あ
っ
た
。
民
戸
の
人
口
は

「
土
著
者
。
流
寓
入
籍
者
。
八
旗
錯
除
旗
楼
者
。
漢
軍
出
旗
者
。
所
在
安
置
矯
民
者
」
等
の
男
女
よ

り
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
行
差
人
丁
は
主
に
満
十
六
歳
以
上
の
旗
丁
を
指
し
、
婦
一筋
は
勿
論
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
行
差
人
丁
と
そ
の
婦
濡
お
よ
び
民
戸
の
人
口
を
全
部
合
わ
せ
て
計
上
す
れ
ば
、
お
よ
そ
十
数
蔦
は
あ
る
と
思
う
。
流
人
は
少
数
の
穆
罪
を

@
 

受
け
て
民
戸
に
編
入
さ
れ
た
も
の
を
除
い
て
、
殆
ん
ど
軍
戸
に
属
し
て
い
た
。
し
か
し
、
軍
戸
の
口
数
に
関
す
る
統
計
資
料
は
全
く
見
え
な
い

の
で
、
多
分
行
差
人
丁
の
系
統
に
入
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
嘗
時
黒
龍
江
の
人
口
を
十
数
高
ば
か
り
と
す
れ
ば
、
約
六
寓
と
推
定

- 23一

さ
れ
た
流
人
数
の
比
率
は
か
な
り
目
立
つ
も
の
で
あ
る
。

流
人
の
護
遣
に
伴
な
っ
て
流
人
配
所
を
中
心
と
し
て
商
業
都
市
が
形
成
さ
れ
た
。

以
下
は
、

首
時
流
人
配
所
と
な

っ
た
各
地
の
扶
況
で
あ

る
。
寧
古
塔
に
つ
い
て
は
、
楊
賓
『
柳
溢
紀
略
』
巻
一
一
一
に
、

凡
東
西
開
之
買
者
皆
漢
人
。

・:
:
・
況
買
者
皆
流
人
中
之
隼
顎
而
儒
雅
者
。
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と
述
べ
て
い
る
。
順
治
朝
寧
古
塔
に
流
徒
さ
れ
た
方
扶
乾
も
「
華
人
則
十
三
省
。
無
省
無
人
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
呉
振
臣
(
前
記
臭
兆
宵
怖
の
子
〉

崎一

も
「
貨
物
客
商
。
絡
緯
不
絶
。
」
と
寧
古
塔
の
母
国
時
の
繁
柴
を
語
っ
て
い
る
。
吉
林
烏
刑
に
閲
し
て
は
、
楊
賓
前
掲
書
巻
一
に
、
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船
廠
。
:
:
:
中
土
流
人
千
飴
家
。
西
門
百
貨
湊
集
。
旗
亭
戯
舘
。
無

一
不
有
。

と
見
え
る
通
り
で
あ
る
。
斉
々
恰
爾
も
流
人
が
設
遇
さ
れ
て
か
ら
護
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
康
照
十
三
年
か
ら
水
師
が
駐
在
し

@
 

て
お
り
、
三
十
八
年
黒
龍
江
将
軍
が
こ
こ
に
移
る
と
、
そ
の
地
位
は

一
段
と
高
く
な
り
、
つ
い
に
里
町
龍
江
地
方
の
政
治

・
経
済
の
中
心
地
と
な

@
 

っ
た
。
嘗
時
城
内
の
人
口
は
、
軍
隊

・
土
着
民
お
よ
び
流
人
を
含
め
て
約
二
寓
人
が
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
流
入
の
中
に
は
、
商
業
を
経
営

す
る
も
の
も
い
た
。
そ
の
中
、
も
っ
と
も
有
名
に
な
っ
た
の
は
呂
留
良
の
子
孫
で
あ
る
。
黒
龍
江
志
稿
巻
五
十
七
・
人
物

・
流
寓
に
、

目
景
儒
。
字
決
園
。
呂
留
良
後
喬
也
。
留
良
以
文
字
獄
断
棺
剖
戸
。
子
孫
倶
成
黒
龍
江
。
不
得
仕
準
。
同
学
成
轍
経
商
。

以
賀
雄
於
塞
上
。

斉
調
円
恰
爾
之
富
。
無
呂
氏
若
者
。

と
見
え
る
如
く
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
流
人
配
所
も
都
市
に
瑳
達
し
て
来
た
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
だ
け
に
止
め
て
お
く
。

ま
た
、
流
人
の
交
通
面
で
の
働
き
も
、
東
三
省
の
開
設
に
と
っ
て
、
積
極
的
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。
清
初
、
中
原
と
東
三
省
と
の
交
通
聯

一 24ー

主
に
騨
姑
に
頼
っ
て
レ
た
。
騨
砧
は
元
来
専
ら
軍
事
目
的
に
基
づ
い
て
備
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
路
線
は
殆
ん
ど
河
流
に
沿
っ

@
 

て
い
る
た
め
、
騨
姑
を
中
心
と
す
る
土
地
開
設
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
騨
砧
の
沿
途
に
村
落
が
形
成
さ
れ
、
つ
い
に
往
来
の
商

人
、
さ
ら
に
東
三
省
へ
移
墾
す
る
漢
人
を
吸
引
し
た
。
こ
れ
に
腰
じ
て
騨
砧
の
姑
丁
は
、
副
業
と
し
て
家
族
に
旅
庖
を
経
営
さ
せ
た
と
思
わ
れ

岬
旬
こ
の
陸
路
交
通
機
構
は
、
降
っ
て
清
末
に
至
っ
て
も
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
、
姑
丁
の
数
は
、
吉
林
・
黒
龍
江
雨
省
だ
け
で
も
「
不
下
敷

蔦
」
と
言
わ
れ
て
い
制
。
そ
の
規
模
が
如
何
に
大
き
か
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
な
お
、
今
日
東
三
省
の
主
要
都
市
は
、
殆
ん
ど
騨
姑
よ

絡
は
、

り
挺
達
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
流
人
に
は
、
知
識
人
や
各
業
の
人
才
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、

し
た
が

っ
て
中
原
の
皐
術
・

建
築

・
醤
拳
な
い
し
風
俗
習
慣
等
の
漢

文
化
が
彼
ら
に
よ
っ
て
東
三
省
へ
導
入
さ
れ
、
同
地
方
の
漢
化
を
促
進
札
た
。
流
入
の
こ
の
文
化
的
貢
献
も
極
め
て
-大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
す
で
に
有
高
巌
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
制
。
と
も
か
く
、
流
入
は
)
東
三
省
開
拓
の
先
駆
者
で
あ
り
、
東
三
省

へ
の
漢
文
化
の
播
種
者
で
も
あ
る
。



む

す

び

秦
代
に
は
、
旬
奴
の
南
便
を
防
ぐ
た
め
に
罪
人
を
陰
山
の
初
鯨
に
遷
し
た
こ
と
が
あ
川
、
そ
の
後
を
つ
い
だ
漢
も
同
様
な
目
的
を
も
っ
て
朔

M
N
 

方
・
五
原
に
囚
人
を
移
徒
し
制
。
そ
れ
以
降
の
歴
代
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
に
基
づ
い
て
外
敵
と
の
接
錨
地
帯
に
罪
人
を
安
置

川叫

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
流
人
政
策
を
も
っ
と
も
数
果
的
に
行
な
っ
た
の
は
、
一
恐
ら
く
清
朝
で
あ
ろ
う
。

既
述
の
如
く
、
清
朝
は
順
治
か
ら
乾
隆
中
期
ま
で
、
お
よ
そ
百
数
十
年
に
亘
っ
て
東
三
省
を
流
犯
の
配
所
と
し
、
こ
の
祖
宗
護
鮮
の
地
に
集

中
的
に
大
量
の
流
入
を
稜
遣
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
遼
東
の
再
建
、
ロ
シ
ヤ
と
の
戦
争
、
園
境
の
防
備
を
乗
ね
た
土
地
開
設
等
の
諸
事
情
に
よ

る
.も
の
で
あ
っ
た
が
、
護
遣
さ
れ
た
流
人
た
ち
は
、
不
本
意
な
が
ら
も
各
々
清
朝
の
た
め
に
、
上
越
の
目
的
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を

果
た
し
た
。
例
え
ば
、
遼
東
の
再
建
に
認
工
瞭
罪
篠
例
が
七
年
も
績
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
流
人
に
よ
っ
て
修
繕
さ
れ
た
城
棲
は
少
な
く

な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
軍
事
的
な
役
割
を
演
じ
た
流
入
は
、
船
の
建
造
と
操
縦
か
ら
、
軍
需
品
の
運
職
、
騨
姑
の
勤
務
お
よ
び
作
戦
等
康

範
な
面
に
貢
献
し
、
つ
い
に
清
朝
に
勝
利
を
費
ら
し
、
ロ
シ
ヤ
人
の
南
下
を
食
い
止
め
た
。
そ
の
業
績
は
高
く
評
債
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

な
お
、
駐
防
官
兵
、
移
墾
京
旗
の
奴
に
充
て
ら
れ
た
流
人
お
よ
び
官
荘
の
妊
丁
に
な
っ
た
も
の
は
、
主
に
農
業
に
従
事
し
て
お
り
、
彼
等
が
東

三
省
の
土
地
開
設
に
果
た
し
た
役
割
は
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

- 25一

そ
し
て
、
護
遣
さ
れ
た
流
入
は
東
三
省
の
各
地
に
分
布
し
、
彼
ら
の
至
る
と
こ
ろ
に
漢
文
化
の
種
が
ま
か
れ
た
。
流
人
数
は
二
十
寓
ほ
ど
に

も
上
っ
て
お
り
、
初
期
に
お
け
る
東
三
省
の
人
口
構
成
に
と
っ
て
は
、
流
入
は
大
な
る
要
素
で
あ
る
。
流
入
は
殆
ん
ど
駐
防
箪
と
同
じ
と
こ
ろ

に
住
ん
で
い
た
た
め
、
中
原
商
人
は
流
人
と
涯
遣
軍
を
追
っ
て
東
三
省
へ
貿
易
の
足
を
の
ば
し
た
。
就
中
山
西
商
人
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の

M川

で
あ
刷
。
山
西
商
人
に
は
も
と
よ
り
政
商
が
多
く
、
早
く
か
ら
諸
種
の
面
で
清
朝
に
協
力
し
、
清
朝
政
府
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
特
権
を
受
け
て
い

川
叫向

。
彼
ら
が
東
三
省
へ
進
出
し
た
場
合
に
も
同
じ
く
営
地
の
官
吏
と
勾
結
し
て
諸
種
の
特
擢
を
認
め
ら
れ
た
。
遁
光
年
間
、
斉
々
暗
爾
に
活
躍

し
て
い
た
山
西
商
人
が
黒
龍
江
将
軍
の
許
可
を
得
て
同
地
方
の
経
済
を
濁
占
し
、
住
居
お
よ
び
差
俸
を
掌
る
ほ
ど
に
全
市
を
支
配
し
た
事
買
に

305 
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川
明

ょ
っ
勺
、
山
西
商
人
が
早
く
か
ら
東
三
省
の
奥
地
に
勢
力
を
の
ば
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
泳
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
。
と
も
か
く
、

中
原
商
人
が
東
三
省
の
経
済
設
展
に
一
役
を
果
た
し
た
の
は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
中
原
商
人
の
進
出
と
商
業
経
済
の
設
達
に
つ
れ
て
、
東

三
省
に
流
人
の
配
所
を
中
心
と
し
て
中
原
的
商
業
都
市
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
東
三
省
と
中
圏
内
地
と
の
貿
易
関
係
が
漸
次
盛
ん
に
な
っ

た
だ
け
で
な
く
、
東
三
省
の
日
増
し
に
繁
策
す
る
治
息
が
商
人
に
よ
っ
て
中
原
乙
流
布
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
康
照
七
年
よ
り
落
正
・
乾
隆
を

経
て
、
嘉
慶
の
初
頭
ま
で
、
清
朝
政
府
が
封
禁
政
策
を
行
な
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
東
三
省
へ
移
住
す
る
漢
人
は
年
々
増
加
し
、
嘉
慶
八
年

封
禁
政
策
が
解
除
さ
れ
て
以
後
、
』
移
住
者
は
さ
ら
に
潮
の
よ
う
に
押
し
よ
せ
て
く
る
欣
態
に
至
っ
た
の
で
あ
刷
。
清
末
に
至
っ
て
、
東
三
省
の

人
口
は
千
三
百
六
十
寓
を
越
え
た
。
こ
の
現
象
は
、
中
園
の
他
の
迭
彊
地
匡
に
お
レ
て
は
、
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

清
朝
は
東
三
省
の
片
隅
か
ら
興
起
し
、
北
方
の
勢
力
を
結
集
し
て
明
朝
を
減
し
、

つ
い
に
中
園
を
支
配
し
た
。

し
か
し
、
清
朝
は
、
組
宗
琵

祥
地
で
あ
る
東
三
省
を
中
国
に
贈
り
、

し
か
も
い
ち
は
や
く
そ
の
開
設
を
準
め
た
。
東
三
省
が
今
日
あ
る
の
も
、
清
朝
が
中
闘
に
君
臨
し
た
た

め
で
あ
る
が
、
同
朝
前
期
に
お
け
る
流
人
政
策
の
成
功
も
一
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
清
朝
は
流
人
の
護
遣
を
黒
龍
江

- 26一

以
南
・
烏
蘇
里
江
以
西
に
限
っ
た
。
も
し
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
配
所
を
定
め
て
流
人
を
護
遣
し
て
い
れ
ば
、
各
業
種
の
一
般
民
人
も
そ

の
あ
と
を
這
っ
て
大
量
に
そ
れ
ら
の
地
方
に
移
っ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
こ
れ
が
十
七
世
紀
の
中
頃
か
ら
準
め
ら
れ
て
お
れ
ば
、
十
九

世
紀
の
中
頃
ま
で
に
は
、
黒
龍
江
左
岸
お
よ
び
沿
海
州
等
の
地
方
も
東
三
省
と
同
様
に
殆
ん
ど
漢
化
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
地
方
が
一
時
的
に
支
配
権
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
回
牧
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
可
地
性
は
十
分
あ
る
と
思
う
。

へ
の
流
人
投
入
政
策
は
、
同
園
の
シ
ベ
リ
ヤ
準
出
と
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
始
ま
っ
て
い
た
。
初
め
は
主
に
謹
境
植
民
を
目
的
に
し
て
、
西

シ
ベ
リ
ヤ
に
幾
つ
か
の
竣
鈷
と
す
る
地
方
に
流
囚
を
安
置
し
、
そ
の
後
は
、
さ
ら
に
そ
の
政
策
を
東
シ
ベ
リ
ヤ
に
押
し
す
す
め
た
。
清
朝
が
黒

ロ
シ
ヤ
の
シ
ベ
リ
ヤ

龍
江
左
岸
お
よ
び
沿
海
州
地
方
に
劃
し
て
領
有
権
を
持
ち
な
が
ら
も
、

ロ
シ
ヤ
と
同
様
な
植
民
政
策
を
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
誠
に
失
策
で

あ
っ
た
。
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註①
中
園
東
北
地
匿
の
名
稽
に
闘
し
て
は
、
諸
種
の
言
い
方
が
あ
り
、
そ
の
範

圏
の
定
め
方
も
一
撲
で
は
な
い
。
中
園
人
は
普
通
そ
れ
を
東
北
と
略
構
し

て
い
る
が
、
東
省
・
東
三
省
(
奉
天
・
吉
林
・
黒
龍
江
)
、
ま
た
は
東
北
四

省
(
奉
天
・
吉
林
・
黒
麹
江
・
熱
河
)
と
言
う
人
も
あ
る
。
な
お
、
日
本

や
西
洋
諸
園
等
の
書
物
に
は
、
殆
ん
ど
満
洲
と
書
い
て
い
る
(
以
上
、
博

斯
年
等
五
氏
共
編
『
東
北
史
綱
』
初
稿

一
九
一
一
一
一
一
年
、
張
印
堂
「
中

園
東
北
四
省
的
地
理
基
礎
」
馬
貢
半
月
刊
六
省
三
四
合
期
一
九
三
六

年
、
金
統
獄
『
東
北
通
史
』
m
l
m却
頁
一
九
七
一
年
祭
天
出
版
社

参
照
〉
。
本
稿
の
内
容
に
関
す
る
範
圏
は
、
車
中
・
士
ロ
・
黒
の
三
省
に
限
ら

れ
る
の
で
、
東
三
省
の
訟
に
従
う
。

有
高
殿
「
清
代
満
洲
流
人
考
」
(
=
一
宅
博
士
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
一

九
二
九
年
所
攻
〉

謝
園
禎
「
清
初
流
人
開
設
東
北
史
」
(
一
九
四
八
年
上
海
開
明
書
庖
、

一
九
六
九
年
憂
湾
開
明
書
庖
)

川
久
保
悌
郎
「
清
代
に
於
け
る
透
彊
へ
の
罪
徒
配
流
に
つ
い
て
・
そ
の

ご
〈
弘
前
大
事
人
文
枇
曾
日
放
史
皐
篇

I

一
九
五
八
年
)
、
同
氏

「
清
代
満
洲
の
透
菰
吐
曾
・
そ
の
二
」
(
同
書
幻
滅
史
泉
篇
N

一
九

六
二
年
)

劉
選
民
「
清
代
東
三
省
移
民
奥
開
墾
」
(
史
謬
年
報
第
二
谷
第
五
期
一

九
三
八
年
)

水
原
重
光
「
Z
0
3
n
z
s
r
(尼
布
楚
)
締
約
後
黒
飽
江
方
面
に
於
け
る
清

朝
の
寅
漣
策
l
l
a
(
特
に
湾
々
恰
爾
を
中
心
と
す
る
)
|

i
」

(
研
究
報

告
抜
刷
大
分
師
範
事
校
一
九
四
九
年
〉

大
清
望
組
貫
録
省
二
八

0
・
康
照
五
十
七
年
七
月
壬
氏
、
世
宗
賓
銀
出
世
三

② ③ ① ③ ① ⑦ 

③ 

0
・
潅
正
三
年
三
月
丙
寅
、
高
宗
寅
鎌
倉
十
六
・
乾
隆
一
万
年
四
月
了
卯
、

同
書
各
四
五
・
乾
隆
二
年
六
月
乙
酉
等
の
諸
係
参
照
〈
本
稿
に
引
用
し
た

大
清
賞
録
は
、
す
べ
て
一
九
六
四
年
肇
精
華
文
書
局
護
行
の
者
に
錬
る
)
。

高
宗
賞
録
谷
五
五
一
・
乾
隆
二
十
二
年
牛
十
一
月
丙
辰
、
同
蓄
倉
五
五
六
・

乾
隆
二
十
三
年
二
月
己
巳
の
二
傑
、
お
よ
び
前
掲
有
高
般
論
文
と
前
掲
川

久
保
悌
郎
第

一
論
文
等
参
照
。

醇
允
升

『讃
例
存
疑
』
巻
六
・
名
例
律
下
之
三
参
照
。

前
掲
有
高
巌
論
文
。
‘

天
海
謙
三
郎
「
満
洲
園
土
地
制
度
の
理
解
に
関
す
る
一
閥
鍵
」

げ
頁
(
満

銭
調
査
研
究
資
料

η
篇
『
満
洲
土
地
問
題
関
係
文
献
目
録
』
所
牧
〉

周
藤
吉
之
『
清
代
満
洲
土
地
政
策
の
研
究
』
印
J
臼
頁
(
一
九
四
四
年

河
出
書
房
〉
参
照
。

皇
朝
文
献
遇
考
倉
一
・
田
賦
考
。

乾
隆
元
年
版
欽
定
盛
京
通
志
〈
以
下
「
盛
京
遺
志
」
と
略
稽
す
る
〉
各
二

三
・
戸
口
。

本
稿
に
引
用
し
た
欽
定
大
清
曾
典
事
例
は
、
す
べ
て
光
緒
版
に
よ
る
。
以

下
「
禽
典
事
例
」
と
略
穏
す
る
。

太
宗
貫
録
容
十
五
・
天
聴
七
年
八
月
乙
丑
傑
。

有
高
巌
氏
の
前
掲
論
文
に
、
太
宗
天
聴
七
年
八
月
よ
り
順
治
朝
に
入
る
ま

で
、
註
⑬
の
記
事
以
外
「
全
く
流
徒
に
闘
す
る
史
料
を
滋
見
せ
ず
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
太
宗
寅
鎌
倉
一
五
・
天
聴
七
年
八
月
了
丑
、
谷
二
三
・
天

聴
九
年
四
月
甲
辰
、
五
月
乙
丑
、
省
二
六
・
天
聴
九
年
十
二
月
辛
卯
、
容

二
七

・
天
聴
十
年
二
月
庚
寅
、
容
五
八

・
崇
徳
六
年
十
二
中
甲
辰
と
壬
子

等
の
諸
僚
に
そ
の
史
料
が
見
え
る
。

前
掲
有
高
巌
論
女
参
照
。

-27-
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308 

石
田
興
卒
『
満
洲
に
お
け
る
他
民
地
花
演
の
史
的
展
開
』
幻
頁
〈

一
九
六

四
年
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
)
参
照
し

聖
旭
町
録
径
二

・
順
治
十
八
年
五
月
丁
巳
の
係
。

越
』川水路

「
清
代
地
理
沿
革
表

・
繍
東
三
省
」

(
再
貢
中
ナ
月
刊
六
袋
三

・
四

ム口則

一
九
三
六
年
)
参
問
。

感
京
通
士
心各
二
三
・
戸
口
。

合
同
興
事
例
祭
七
一
二
・
兵
部

・
設
配
の
項
に
、
「
附
治
十
六
年
定
ν

刑
部

審
擬
外
遺
之
犯

G

態
設
寧
古
塔
・
士
口
林
・
黒
龍
江
等
成
安
置
。」

と
あ
る
。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
「
外
遣
之
犯
」
は
、

順
治
十
六
年
か
ら
す
べ
て
寧
古

塔
・
士
口
林

・
黒
龍
一ι等
の
地
方
に
安
置
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
思
う
が
、

「
外
遁
之
犯
」
と
い
う
の
は
、

『
軍
罪
及
副
知
死
際
流
人
犯
」
を
指
し
、
そ

れ
は

「
照
常
流
犯
」
す
な
わ
ち
「
罪
不
至
死
而
擬
流
者
」
と
直
別
す
る
も

の
で
あ
る
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
A

百
回
典
事
例
出
世
七
四
四
に
そ
の
例
が
見
え

る
)
。

南
高
側
洲
織
路
株
式
合
一
肱
調
査
報
告
書
十
七
包
『
近
代
露
支
闘
係
の
研
究

・

泊
無
線
地
方
之
部
』

侃
J
m川
頁

-m頁
(
一
九
二
二
年
)
、
矢
野
仁

一
『満

洲
近
代
史
』

U
J
日
頁
(
一
九
四
一
年
弘
文
堂
書
房
)
参
照
。

前
掲
『
近
代
露
支
闘
係
の
研
究
』
川
頁
、
矢
野
仁
一
『
近
世
支
那
外
交

史』

m
l
m頁
(
一
九
三

O
年

弘
文
堂
書
房
)
、
町
氏
『
満
洲
近
代
史
』

日
J
臼
頁
、
内
政
智
秀
等
四
氏
共
著
『
ロ
シ
ア
の
東
方
政
策
』
川
崎
J

M
頁

(
一
九
四
二
年

目
黒
諮
庖
)
、
お
よ
び
満
洲
事
情
案
内
所
報
告
刷
『
露

闘
の
東
亜
政
策
と
満
洲
』

M
t
m頁
(
一
九
四
二
年
〉
参
照
。

同
註
@。

卒
定
羅
剰
方
略
翁
一
。

内
藤
虎
次
郎
「
間
島
吉
林
旗
行
談
」

⑬ @ @' @② ⑧ ⑧ @@@  

ハ
明
治
四
十
一
年
十
二
月
三
日
「
大

③ 

阪
朝
日
新
聞
」

内

政
湖
南
全
集
第
六
容
所
収
)
参
照
。

{
抱
京
通
士
心
持
世
十
六
・
糧
一
悩
・
戦
船
の
二
項
、
士
口
林
通
志
径
五
六
・
武
術
志

七
・

船
艦
、

お
よ
び
望
組
貫
録
答
一

O
八
・
康
限
二
十
二
年
三
月
庚
成
、

同
書
径
一
一
一
二
・
庶
照
二
十
二
年
十
一
月
美
酒
の
二
係
等
参
照

u

前
掲
『
近
代
露
支
閥
係
の
研
究
』
川
頁
参
照
。

黒
龍
江
志
稿
袋
三
十
・
武
術
・
兵
事。

エ
ス
・
ヴ

ュ・

パ
フ
ル

l
シ
ン
箸
外
務
省
調
査
局
詳
『
ス
ラ
ヴ
民
族
の

東
漸
』
印
頁
(
一
九
七
一
年
新
時
代
社
)
参
照
c

〔
原
著
:
口司
C
A
T
-

の
・
∞
-

町
田

v
n
-
ζ
E
E
-
u
Aハ
O
占
巾
℃
R
E
ロ
。

Z
円
、
『
。
℃

Z
E
R
o
b
C
Z回一凶
B
H
H
E
E

の
zas勺
民

国
×
〈
-

E

V
内
〈
口
国
田
・》

P
A
o
n
R
ロ
白
同
由
N
∞「
・〕

黒
飽
江
士
心
稿
谷
三
十

・
武
術
・
兵
事
。

留
一組
質
銀
出
世

一
O
囚
・
康
照
二
十
一

年
八
月
庚
寅
係
。

同
書
容
一

O
六
・
康
照
二
十
一
年
十
二
月
庚
子
、
お
よ
び
倉
一

O
九
・
二

十
二
年
四
月
庚
辰
二
係
。

同
註
@。

袈
組
貫
録
径

一一一
ニ
・
康
回
一
二
十
二
年
十
一
月
笑
酉
係
。

盛
京
通
志
容
十
六
・

糧
船
の
項
。

聖
組
貫
録
巻
=
二
・
康
照
二
十
四
年
六
月
笑
己
保
。

前
掲
『
近
代
露
支
閥
係
の
研
究
』
川
頁
、
お
よ
び
矢
野
仁
一
『
満
洲
近
代

史
』

臼
頁
参
照
。

前
掲
『
近
代
露
交
関
係
の
研
究
』
川
・
川
頁
参
照
。

同
香
川
頁
参
照
。

入
江
啓
四
郎
「
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
係
約
の
研
究
」
(
愛
知
大
事
十
周
年
記
念

論
文
集
法
政
編
一
九
五
六
年
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
園
際
関
係
史
叢
書

第
二
種
『
中
園
を
め
ぐ
る
箇
境
紛
字
』
一
九
六
七
年
巌
商
堂
書
庖

28ー
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所
峻
〉
参
照
。

前
掲
入
江
麿
四
郎
論
文
、
お
よ
び
ウ

エ
・
バ
ル
ト
リ
ド
箸
外
務
省
調
査

部
課
『
欧
洲
殊
に
露
西
直
に
於
け
る
東
洋
研
究
史
』
第
十
三
章
〈

一
九
七

一
年

新

時

代

佐

原

著

:
∞
・
切
白
百

ohE-
X
2。
℃
民
国

5
ヨ
2
5

∞o
n
4
O
R曲
回

開

国
℃

O
ロ
巾

国

勺

O
円
円
国

F
出
ω
h白
Z
毘
巾
・

M
l
o
p
'河
内

z
s
zコ
】
曲
、p

g
Nm「
・)
参
照
。

遼
河
の
糧
船
の
水
手
に
徴
用
さ
れ
た
者
は
奉
天
府
内
の
民
夫
で
あ
る
(
聖

租
賞
録
倉
一

O
八
、
康
照
二
十
三
年
三
月
庚
戊
、
各
一

一
二
・
同
年
九
月

乙
亥
の
二
篠
参
照
〉
。

水
師
晶
画
の
設
立
に
つ
い
て
、
有
高
級
氏
は
同
氏
の
前
掲
論
文
に
「
吉
林
の

は
康
問
一七
八
年
の
頃
よ
り
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。こ
れ
は
誤
っ
て
い
る
。

有
高
巌
氏
と
川
久
保
悌
郎
氏
は
と
も
に
高
士
奇
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
に
認

め
て
い
る
(
前
掲
有
高
綴
論
文
と
川
久
保
悌
郎
第

一
論
文
参
照
)
。

盛
京
通
志
容
十
六
・
船
艦
の
項
に

「
其
遼
河
運
了
。
満
兵
三
百
名
。
奉
天

所
廊
各
州
豚
分
汲
水
手
六
百
名
。
毎
名
月
給
銀
一

一問
。
の
菟
其
了
地
。
易

屯
河
及
混
同
江
水
手
。
倶
由
寧
古
塔
将
軍
分
振
。
品回以
鍵
常
。
」
云
々
と

誌
し
て
い
る
。

徐
宗
亮
『
黒
龍
江
述
略
』
出
世
五

・
丘(防
。

黒
飽
江
士
山
稿
容
二
九

・
武
備
・
兵
制
。

聖
租
貫
録
各
一
一
九

・
康
照
二
十
四
年
正
月
笑
未
係
。

河
。
r
o
ユ
E
・
o
-
roo-

↓r
o
玄
g
n
F
E
U
D
HJ
O
D
Z
2
5
(vr
・5
m

zzoミ
・
お
頁
(
一
九
七
二
年
華
北
虹
橋
常
一
回
庖
)
参
照
。

楊
賓
『
柳
逢
紀
略
』
昌
也
ニ
参
照
。

遼
東
地
方
に
は
、
明
代
に
す
で
に
多
く
の
閥
幹
姑
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
機
構
と
運
営
な
ど
に
つ

い
て
は
、
星
斌
夫

『
明
清
時
代
交
通
史
の

研

⑬ ⑬ @ ⑬ @@@@  @@  

山
川
出
版
吐
)
前
篤
第
一
章
日
に
詳
し
く
述
べ
ら

@l@⑧③@⑧@ 

究
』
(
一
九
七
一
年

れ
て
い
る
。

楊
賓
前
掲
童
百
出
世
二
、
お
よ
び
盛
京
通
士
山
谷
十
七
参
照
。

高
宗
質
録
各
六
五
・
乾
隆
三
年
三
月
戊
辰
係
。

前
掲
有
高
般
論
文
。

聖
租
貫
録
倉
一
一
一
ニ
・
康
照
二
十
二
年
十
一
月
発
酉
係
。

盛
京
通
志
容
十
七
参
照
。

聖
組
貫
録
各

一
一
九
・
康
照
二
十
四
年
一
月
戊
子
係
。

楊
賓
前
田
調
書
谷
四
に
「
漢
人
之
以
罪
至
者
。
雄
奥
漠
箪
不
向
。
然
毎
奥
漢

軍
潟
伍
。
在
満
洲
輿
異
拙
円
満
洲
則
線
呼
矯
漠
人
。
漢
箪
亦
不
以
此
自
別
。」

と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
所
謂
蜜
姑

・
官
屯
・
水
手

・
各
漢
寧
徐
丁
は
、
主

に
流
入
を
指
す
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
掲
川
久
保
悌
郎
第
二
論
文
参
照
。

周
藤
士
ロ
之
「
清
朝
に
於
け
る
満
洲
駐
防
の
特
殊
性
に
闘
す
る

一
考
察
」

(
東
方
事
報
東
京
十
一
冊
一
容
東
方
文
化
事
院
一
九
四

O
年
〉
参

照
。

清
代
東
三
省
の
駐
防
軍
に
お
け
る
土
地
開
墾
に
つ
い
て
は
、
前
掲
周
藤
吉

之

『清
代
満
洲
土
地
政
策
の
研
究
』
第
三
章
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、
前
掲
の
水
原
重
光

・
劉
選
民
一
悶
論
文
に
も
そ
れ
ぞ
れ
百
六
鐙
的
な
事

寅
を
摩
げ
て
い
る
。

田
中
克
己
「
清
初
の
奴
毅
」
(
帝
塚
山
泉
院
短
期
大
謬
研
究
年
報
第
四
鋭

一
九
五
六
年
)
参
照
。

清
朝
入
閥
前
、
清
軍
に
捕
え
ら
れ
た
捕
虜
数
に
関
し
て
は
、
陶
希
聖
「
満

族
未
入
閥
前
的
信
虜
奥
降
人
」
(
食
貨
第
二
容
第
十
二
放
一
九
三
五
年
)

に
詳
細
な
数
字
が
列
怒
さ
れ
て
い
る
。

- 29-
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型
組
貨
録
制
也
一

O
二
・
康
照
二
十
一
年
五
月
丙
寅
係
。

盛
京
通
志
径
二
四
・
旗
回
の
項
参
照
。

盛
京
通
志
各
二
四
・
八
旗
通
士
心
初
集
省
十
八
、
容
二
十
て
お
よ
び
型
組

貫
録
径
一
一
一
二
、
康
照
二
十
六
年
十
月
丙
午
係
等
参
照
。

事
組
w
M
録
径
一
五
六
・
康
照
三
十
一
年
八
月
己
丑
、
省
二
五
八
・
五
十
三

年
正
月
戊
辰
二
係
参
照
。

高
宗
質
録
径
四
七
・
乾
隆
二
年
七
月
丙
午
係
。

劉
選
民
「
東
三
省
京
旗
屯
鐙
始
末
」
(
市
問
貢
牢
月
刊
第
六
省
三
・
四
ム
ロ
期

一
九
三
六
年
)
、
稲
葉
岩
吉
『
場
一
訂
満
洲
護
淫
史
』
制
J
知
頁
(
一
九
四

一
年
七
版
臼
本
評
論
吐
〉
、
お
よ
び
前
掲
石
田
輿
卒
『
満
洲
に
お
け
る

櫛
民
地
経
済
の
史
的
展
開
』
似
・
出
刷
頁
等
参
照
。

同
註
⑫
。

皇
朝
経
世
文
編
省
三
五
・
戸
政
十
・
八
旗
生
計
、
乾
隆
二
年
御
史
街
赫
徳

「
パ
旗
開
墾
透
地
疏
」
、
お
よ
び
乾
隆
六
年
戸
部
侍
郎
梁
詩
正
「
八
旗
屯

種
疏
」
の
雨
上
奏
文
参
照
。

前
掲
劉
選
民
「
東
三
省
京
旗
屯
墾
始
末
」
、
お
よ
び
稲
葉
岩
士
口
前
掲
書

m

l
制
頁
参
照
。

高
宗
貫
録
径
二
七
六
・
乾
隆
十
一
年
十
月
丙
寅
係
。

問
書
記
官
四
七
五
・
乾
隆
十
九
年
十
月
辛
未
係
。

合
同
興
事
例
倉
一
一
二
二
・
内
務
府
の
項
参
照
。

徐
兆
蛮
『
諸
問
代
黒
龍
江
流
域
的
経
済
援
展
』
刊
日
頁
〈
一
九
五
九
年
北
京

商
務
印
番
館
)
参
照
。

楊
質
『
柳
透
紀
略
』
轡
三
、
方
式
瀕
『
龍
抄
紀
略
』
経
制
、
盛
京
通
志
容

二
等
参
照
。

方
式
済
『
龍
沙
紀
略
』
経
制
の
項
参
照
。

⑫ ⑫⑪  ③⑫  ③ ⑮⑮⑫⑮  @ ⑧ 
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世
宗
質
録
袋
二
七
・
難
正
二
年
十
二
月
丙
申
係
c

前
掲
劉
選
民
「
清
代
東
三
省
移
民
興
開
墾
」
、
お
よ
び
矢
野
仁
一
等
三
氏

共
著
『
満
洲
の
今
昔
』
お

-m頁
(
一
九
四
一
年
目
黒
書
庖
〉
参
照
。

前
掲
陶
希
聖
論
文
参
照
。

許
逸
趨
『
東
北
地
理
』
叩
頁
(
一
九
三
五
年
正
中
書
局
)
参
照
。

聖
租
貫
録
出
竺
了
順
治
十
八
年
五
月
丁
己
保
。

前
掲
場
賓
著
書
径
三
参
照
。

前
掲
謝
閥
横
論
文
。

南
満
洲
銭
道
株
式
曾
吐
調
査
課
謬
エ
・
ェ
・
ヤ
シ
ュ
ノ
フ
著
『
支
那

農
民
の
北
滅
植
民
と
其
前
途
』
(
葬
者
・
岸
谷
一
郎
一
九
三
一
年
)
日

頁
参
照
〔
原
著
:
開
・
開

-
m
E
Z
Oロ
・
穴
国
司
白

E
n
E
Z
R
O担
。

E
S
Z
5

の巾回巾℃
E
C
E

三
回
z
r
s
v岡
山

G
E
E

宮
町
内
ロ
2
V
門口内訳、同，
E
国立・〕
。

前
掲
有
高
巌
論
文
c

前
掲
揚
賓
著
書
倉

一。

西
清
『
黒
龍
江
外
記
』
昌
也
六
。

黒
龍
江
志
稿
各
十
二
。

吉
林
遇
志
位
也
二
八
。

同
註
@
。

方
扶
乾
『
寧
古
塔
志
』
風
俗。

奥
振
臣
『
古
寧
塔
紀
略
』

黒
龍
江
志
稿
各
二
六
・
昌
也
二
九
。

前
掲
方
式
務
著
書
縫
制
の
項
参
照
内

八
旗
遇
士
山
初
集
省
二
十
一
。

徐
兆
套
前
掲
書
臼
頁
参
照
。

徐
宗
亮
前
掲
書
出
世
二
。

30一
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前
掲
省
高
巌
論
文
。

史
記
容
六
・
秦
始
皇
本
紀
・
一
一
一
十
三
年
係
。

後
漢
書
「
帝
紀
」
容
第
二
・
顕
宗
孝
明
帝
。

中
園
歴
代
主
要
流
人
配
所
の
分
布
(
仁
井
田
殴
守
中
闘
法
制
史
研
究
』
第

二
部
π
J
川
頁
、
お
よ
び
丘
漢
卒
編
者
『
歴
代
刑
法
志
』
必
・
印
・
日
・

的
・
川

-m
・
川
柳
・
制
頁
参
照
。
)

明|元|宋|唐 時
漢 秦

代

?18| 
北 遼

秦州 磁
卒 陽

雷

大寧
奴見干

鍵
部武 原 桂林

遼 登
康

武威 海南 配
東

肇ナH州 羅 1

雲南
遁 像

張被 郡象州 Z貧
四

沙門島 珠 泉酒

等廃術JII 崖
煙;駁

衛事州
積西

金 所

瓜~H 城

量州産

。。。

東
三
省
に
お
け
る
商
人
の
中
で
山
西
商
人
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
伯
富
氏
の
「
清
代
塞
外
に
お
げ
る
山
西
商
人
」
の

論
考
で
具
穂
的
に
例
設
さ
れ
て
い
る
ハ
東
方
皐
禽
創
立
二
十
五
周
存
記
念

東
方
皐
論
集
一
九
七
二
年
〉
。

佐
伯
富
「
清
朝
の
興
起
と
山
西
商
人
」
ハ
駐
曾
文
化
史
撃
一
一
九
六
六

年
、
同
氏
『
中
国
史
研
究
』
第
一
一
一
九
七
一
年
〉
参
照
。

前
間
掲
徐
宗
亮
著
書
昌
也
二
参
照
。

襲
維
航
「
清
代
漢
人
拓
殖
東
北
述
略
」
(
馬
貢
半
月
刊
第
六
各
三
・
四
合

期
一
九
三
六
年
)
お
よ
び
前
掲
劉
選
民
「
清
代
東
三
省
移
民
興
開
墾
」

参
照
。

朝
鮮
銀
行

R
F
S
O
B
-
n
E
E
oミ
え

玄

g
n
vロ
ユ
ヘ
間
頁
(
一
九
二

O
年
〉
参
照
。

米
村
正
一
「
シ
ベ
リ
ヤ
流
刑
及
び
徒
刑
の
研
究
」
(
東
E
八
容
四
貌

亜
経
済
調
査
局
設
行
一
九
六

O
年
)
参
照
。

三
上
正
利
『
十
七
世
紀
西
シ
ベ
リ
ヤ
の
縮
民
と
農
耕
地
開
拓
』

第
九
十
一
輯
一
九
六
一
二
年
)
参
照
。
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Exiles―the Pioneers in the Development of the

Dong-san･sheng東三省Provinces in the Qing

清Period

bｖ Ｈ.Ｙ、Ｙａ孔色

　　　

From the Shun･ｚhi順治reign to the middle of the Qian-long 乾隆

period―more than ａ century―exiles （Hii-ｒｃｎ)were sent into the Dong-

san-sheng provinces of the northeast.　The banishment process can be

divided into three stages according to its purposes.　In the first stage･･

exiles were sent into the Liao-dong 遼東district in order to put land

under cultivation and rebuild fortresses.　In the second stage, during

the war with Russia, most of the ｅχlies were sent to Ji-lin吉林and

Hei-long-jiang黒龍江provinces to carry out mjlitary jobs　including

shipbuilding, logistic operations, and garrison duties.　After the war,

during

　

the third stage, ｅχliesbecame the S姐ves of officials,soldiers, and

newly transferred bannermen stationed in Hei-long-iiang, ０ｒ of govern-

ment

　

manors (ｇｕａｎ-niの1g）ｉｎ　Liao-dong.　They　were　engaged　in

agricultural work for the most part.　By the middle of Qian-long, the

number of ｅχilesand descendents of ｅχilesin Hei-long-jiang and Liao-

done is supposed to have reached 200,000. Most of　them　remained

where they were and constituted the principal nucleus of the population･

Exiles brought Chinese culture into these regions, and cities soon came

into ｅχistence. Merchants from the inner provinces visited the Dong･

san-sheng provinces to trade with eχlies and soldiers, and many people

settled in the northeast after the ｅχlies were established there.　The

Dong･san-sheng became ａ part of China by this process, so it is possible
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to conclude that exiles were the pioneersin the　development　ofthe

northeast.

A Study of Otor in the Ordos

bｙ Ｔ、Ｍｏｒikaｗａ

　　　

In the study of nomadic society, the classification of tribal organi-

zation has become an important topic.　In this article the organization

of the Ordos tribe is taken up as ａ case study of Mongol society from

the 15 th to the 17 th century.

　　　

Ｅχisting studies show that the Ordos tribe included many component

groups and was divided into Left and Right “ wings”. But the nature

of Ordos society is still subject to much uncertainty, for example, how

manyがor were included in it ？

　　　

By investigating Mongolian documents hitherto rarely consulted,

the author has found the answer to this problem given clearly in material

relating to the cult of Cinggis-qan's mausoleum.

　　　

On the basis of these documents, it has been ascertained that Ordos

society in the early 17 th century was organized into 12 otｏｒ;half of

them constituted the Right wing and the other half the Left wing･

　　　

More precisely, the Right included Ｋｅｇｕｄ，　Sibaｙｕｃｉｎ;　Ｕｒａｄ，

Ｔａｎｓｙｕｄ; Ｄａｌａｄ，　Ｑａｎｇｌｉｎ，･Ｍｃｒfeed， Ｂａｇａｎａｓ; Ｂｅｓiid，　Ｕｇｉｌｓin; Ｑｏ一

tａｇｉｎ　ａnd Ｑａｌｉｒｕｃｉｎ;　ａｎｄthe Left included Ｑａｕｃｉｎ，　Ｋｅｒりｅｓ，　Ｃａｑａｄ，

Mingyad, Qonicin, and Ｑ町αΥ辰緬.

　　　

The author concludes that the Ordos tｉｌｍｅｎ.centering around the

mausoleum of　Cinggis･qan which was　managed by　the　Ｊｉｍｏｎｇ，had

twelve otoy as its core group, siχ in the　Right and siχ in　the　Left
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